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「子ども買春・子どもポルノ禁止法」をどう考えるか
その背景・内容・課題

宇佐美昌伸

はじめに

正確な数字を得ることは困難であるが、世界で商業的性的搾取――即ち、買春、ポルノ及び性的目的

での人身売買――の犠牲となっている子どもの数は１００万人とも１５０万人とも言われている。富裕

な国の国民にとって相対的に海外旅行が容易になっているため、様々な地域に子ども買春観光客が出掛

けている。もとより、子ども買春は買春観光という形のみならず、地元の住民が客となるものが多く行

なわれている――実際、外国人によるものより多いと指摘される――。日本におけるいわゆる「援助交

際」もその現象の一つである(注1)。また、インターネットが広まっていることで、買春観光の情報が

得やすくなっているのみならず、元々写真、ビデオといった形で出回っていた子どもポルノの流通が大

きく促進されている。さらに、売買春、ポルノ製造などの性的目的での人身売買も国内、国際様々なル

ートで行なわれている。このような事態と闘うためにエクパット（アジア観光における子ども買春根絶

キャンペーン）が始まり、１９９６年に「 第１回）子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議 （ス（ 」

トックホルム会議）が開催されて子どもの商業的性的搾取の根絶が約束された。今年（２００１年）１

２月には横浜で第２回世界会議が開催される。日本においても、１９９９年１１月に「子ども買春・子

どもポルノ禁止法 （正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す」

る法律 ）が施行された。」

本稿ではまず第１章で子どもの商業的性的搾取に対する取り組みを巡る世界と日本の動きを振り返

、 「 」 「 」り 第２章で 国連子どもの権利条約 とストックホルム会議で採択された 宣言及び行動アジェンダ

、 。 、を参照しながら この問題に対して求められている又現に行なわれている取り組みを概観する 続いて

第３章で「子ども買春・子どもポルノ禁止法」制定以前の日本の法律状況を見た上で、第４章で同法の

意義と内容について法案作成過程に触れながら説明する。第５章では２００２年に予定されている同法

の見直しにおける論点や運用の改善策に関する筆者の提案を示す。以上の各章においては単なる解説で

はなく、筆者の見解を交えて論じるが、第６章ではまとめとして子どもの商業的性的搾取への筆者の視

点を示す。

筆者はストックホルム会議の日本政府首席代表を務めた清水澄子参議院議員（当時）の秘書として同

会議に参加するとともに 「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の立案作業に携わり、その後もこの問、

題に対する取り組みに関わっている。本稿は筆者なりにこの間の動きと課題をまとめたものであり、そ

の目的は、第１に子どもの商業的性的搾取に対する取り組みと日本の「子ども買春・子どもポルノ禁止

法」について紹介すること、第２に「子ども買春・子どもポルノ禁止法」見直しの論点やこれらの現象

への視点を提示し、商業的性的搾取からの子どもの保護の向上に向けて議論を喚起することである。

第１章 ストックホルム会議と日本における「子ども買春・子どもポルノ禁止法」制定

１．エクパットからストックホルム会議へ

１９８９年、国連総会で「子どもの権利条約」が採択された。この条約の第３４条はあらゆる形態の

性的搾取及び性的虐待から子どもを保護することを定めており、子どもの商業的性的搾取に対する世界
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の取り組みの基礎となっている。１９９０年代に入ると、国際社会、地域及び国のレベルでこの問題に

対する注目が高まり、法改正を含む対応も加速した。この動きを先導したのがＮＧＯの運動であるエク

パット（ＥＣＰＡＴ）である。エクパットは「アジア観光における子ども買春根絶キャンペーン」の略

称であり、１９９１年に開始された。そもそものきっかけは、東南アジア諸国が観光による外貨獲得を

国策としていたことの負の効果として子ども買春観光が増加しているのではないかという危惧を抱いた

ＮＧＯ関係者やソーシャル・ワーカーたちが東南アジア６カ国で調査を行なったことであった。当時は

経済開発の御旗の下に、子ども、大人を問わず売買春産業が黙認されていた状況にあったが、この調査

は子ども買春観光がそのように見過ごすことが許されない程の問題となっていることを明らかにした。

そうして、エクパットが立ち上げられたのである。エクパットはアジアのみならず世界各地域に広がる

とともに、子ども買春だけでなく、子どもポルノ、性的目的での人身売買も対象にした。この３つは独

立の問題ではなく、子ども買春による虐待の記録として子どもポルノが作成され、それが子ども買春観

光の宣伝に使われたり、他の子どもを虐待する際に「手本」として使用されたりし、人身売買は性産業

に子どもを供給する役割を果たしているというように互いに絡み合っていることは容易に理解できるで

。 、 、 。 、あろう 大人の利益や性的満足のために子どもたちが利用され 虐待 搾取されているのである 一方

東南アジアに買春観光に訪れているのは、西欧、北欧を中心とするヨーロッパ諸国、北米（カナダ、ア

メリカ 、オセアニア（オーストラリア、ニュージーランド 、そして日本の国民である。さらに、子ど） ）

もの商業的性的搾取は東南アジアに限らずアジア全般、中南米、アフリカ、中近東、東欧、旧ソ連諸国

と世界全体に広がっているし、上に挙げたいわゆる先進国の国内も例外ではない。背景にある要因は地

域毎に様々であるが、例えば、貧困、紛争、経済体制移行などの影響が子どもたちに先鋭的に現われ、

、 。彼らは他に生存手段がないために売春を余儀なくされたり 人身売買される危険に晒されたりしている

なお、エクパットは１９９６年に正式名称が「子ども買春・子どもポルノ・性的目的での子どもの売買

」（ ） 、根絶 に拡張されEnd Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes

５大陸に国内グループ及び関連団体を有するグローバルな組織となっている(注2)。

さて、エクパットのキャンペーンが最高潮に達したのが、１９９６年８月にスウェーデンのストック

ホルムで開催された「 第１回）子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」である。この会議はエ（

クパット、ユニセフ（国連児童基金 、スウェーデン政府及び「子どもの権利条約ＮＧＯグループ」の）

４者が共催するというユニークな形で開催され、１２２ヶ国の政府、約２０の国連機関、そして多数の

ＮＧＯ関係者が対等な立場で参加した。参加者は総勢１２００名であった。この会議では「宣言及び行

動アジェンダ」が採択され、世界の取り組みを促進することとなった 「はじめに」で述べたように２。

００１年１２月には横浜で第２回世界会議が開催されることとなっており、この５年間を評価し、新た

な課題について議論をするとともに、子どもの商業的性的搾取の根絶に向けて具体的な行動を取るべく

ストックホルム会議でのコミットメントを新たにすることが求められる。

国際的な取り組みについて付言すると、１９９９年６月にＩＬＯ（国際労働機関）の「最悪の形態の

児童労働に関する第１８２号条約 、２０００年５月に「子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノ」

に関する子どもの権利条約選択議定書 、そして、２０００年１１月に「国連国際組織犯罪条約」とそ」

の「人、特に女性及び子どもの売買の禁止及び処罰のための議定書」が採択され、それぞれに子どもの

商業的性的搾取の問題が重要な課題として明記されている。これらについては、子どもの商業的性的搾

取に対する闘いの推進に効果的であるという評価がある一方で、取り組みが重複し、資源が分散しかね

ないという懸念も表明されている。

２．日本における動きと「子ども買春・子どもポルノ法」制定

次に、日本の動きについて概観しておきたい。エクパット開始当初からいくつかのＮＧＯが会議に参
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加したり、国内で取り組みをしたりしており、女性国会議員も数名が個人的に関心を持っていたが、総

じて政府も国会も無関心であった。日本は１９９４年に「子どもの権利条約」を批准したが、その際の

国会審議において、政府は第３４条についても既存の国内法で十分対応していると言い張り、一切法改

正を提案せず、国会もそれを認めたのであった。しかし、そうしている間に日本と同様に子ども買春観

光の送り出し国となっているヨーロッパ諸国やオーストラリアなどが新規立法や法改正を通じて、国外

で子ども買春犯罪を犯した自国民を処罰するいわゆる「国外犯処罰法」を導入又は強化していたため、

子ども買春観光犯罪に占める日本人の割合が相対的に高まることとなった。さらに、日本は子どもポル

ノに関しても無策であったため、一時は世界の子どもポルノの８０％が日本製であると言われる状況に

なってしまった。ストックホルム会議についても、日本政府は従来の無関心に加え、正式の国連会議で

はないという理由から、参加表明国が１００ヶ国を超えた時点でも代表団派遣に消極的であった。しか

し、ＮＧＯからの要請を受けつつ、女性国会議員が精力的に働き掛けた結果、ようやく代表団派遣を決

定し、以前からこの問題に熱心に取り組んでおり、日本政府のストックホルム会議参加を強く訴えてい

た清水澄子参議院議員・経済企画政務次官（当時）が首席代表となった。ストックホルム会議における

、 、 、清水首席代表のスピーチでは 関係省庁の抵抗のために 法改正を約束することは盛り込めなかったが

日本がこの問題において加害国となっていることを認めるとともに 「宣言及び行動アジェンダ」にコ、

ミットし 積極的に取り組みを進めることを公約した 日本政府代表団には外務省 警察庁 厚生省 当、 。 、 、 （

時）及び総理府男女共同参画室（当時）の官僚もメンバーとして入ったが、一様に日本の取り組みの遅

れを痛感し、このままでは日本が子どもの権利後進国として国際社会から非難を浴びかねないと危機感

を募らせた。

しかし、ストックホルム会議後も関係省庁の取り組みは遅々として進まなかった。辛うじて「子ども

買春は犯罪です」と訴えるポスターが作成され、配布されたが、法改正は議題に上ることはなく、政策

「 」 、 。の推進体制も 省庁間連絡会議 止まりで 推進本部のような強力な機構が設けられることもなかった

清水議員はストックホルム会議前から新しい法案作りに着手していたが、政府の対応の遅さに議員立法

、 。 、 、で進めることを改めて決意し 法案作成作業を急いだ それでも 従来の法的枠組や法解釈が壁となり

参議院法制局との作業は困難を極めた。その一方で、世界各国の取り組みはますます進み、日本でもエ

クパット・グループ（ＥＣＰＡＴ/ストップ子ども買春の会、エクパット・ジャパン関西など）や日本

ユニセフ協会などのＮＧＯが懸命な活動を行なっていた。当時、自由民主党、社会民主党及び新党さき

がけの３党が連立与党を構成していたが、社会民主党に所属する清水議員はこの問題こそ与党で取り組

むべきと訴え、自民党内でも動きが生まれつつあったこととが相俟って、１９９７年６月 「与党児童、

買春問題等プロジェクト・チーム （以下 「自社さＰＴ ）が発足した。座長は自民党の森山真弓衆議」 、 」

院議員（現・法務大臣）が務め、当初は同年秋の臨時国会に法案を提出することを目標としていた。し

かし、様々な論点について各党間の意見の隔たりが大きく、作業は困難を極めた。結局この目標は修正

され、公式会議だけでも３０回以上、非公式会議を含めたら恐らくは約５０回を重ねた末、１９９８年

３月に法律案要綱で合意し、同年５月「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に

関する法律案 （以下 「自社さ案 ）を衆議院に提出するに至った。しかし、この時の国会はその他に」 、 」

重要法案が多く、紛糾していたため、自社さ案は審議に付されることなく、継続審議となった。また、

自社さ連立政権が解消され、７月の参院選で自民党が大敗するなど、国会の勢力図も大きく変わった。

結局、その後の臨時国会でも自社さ案は審議されず、そのまま年末を迎えることとなった。

そこで、１９９９年１月、７会派（自民・民主・自由・公明・共産・社民・参議院の会）の議員が超

党派で参加する「児童買春問題勉強会 （以下 「超党派勉強会 ）が発足し、自社さ案及びその対案と」 、 」

してまとめられた民主党案（国会未提出）をベースに新たな法案の検討に入ることとなった。これは、

法案作成の段階で自民党から共産党までが参加するというのは恐らく初めてではないかと思われる程珍

しいことであったが、それは取りも直さず、子どもの商業的性的搾取に対する新たな法律の必要性につ
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いては各党一致していたということである。また、自社さ３党は連立を解消したもののこの法案に関し

ては協力して成立を図ることを確認しており、法案をたな晒しにしては日本の国際公約を果たさないこ

とになるという危機感を抱いていた。１９９９年は「子どもの権利条約」採択１０周年、日本の批准５

周年に当たっていたし、ストックホルム会議からも長い時間が経過していた。とは言え、参議院におい

。 。ては自社さ３党で過半数に達していなかった もとよりこの法案は各党が対立すべきものではなかった

そのために 「超党派勉強会」発足に至ったのである。しかし、この「超党派勉強会」でも商業的性的、

搾取からの子どもの保護という入口については一致していても、各論では激しい議論が闘わされた。そ

、 、 （ ）れでも １９９９年３月に合意に達し 参議院に７会派共同提案で新たな法案 名称は自社さ案と同じ

を提出するに至り、衆議院に提出されていた自社さ案は取り下げられた。そうして、同年５月参院、衆

院の両院で全会一致で可決され、成立したのである。この法律は同年１１月１日に施行された。

国内におけるその後の関連した動きとしては、２０００年５月に「児童虐待防止法」と刑事訴訟法改

正等の被害者保護のための法律が成立した。２００１年２月には「ストックホルム行動アジェンダ」に

定められた期限からは遅れたものの、日本政府が「児童の商業的性的搾取に対する国内行動計画」を発

表した（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csec01/j_kodo.pdf 。）

第２章 「子どもの権利条約」と「ストックホルム宣言及び行動アジェンダ」

１．子どもの権利条約

子どもの商業的性的搾取に対する世界の取り組みの基礎にあるのが「子どもの権利条約 、特に第３」

４条である。まず条文を筆者の訳で示す。

第３４条 締約国はあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から子どもを保護することを約束する。この

目的のために、締約国は特に以下のことを防止するためのあらゆる適切な国内、二国間及び多国間措置

を講ずるものとする。

(a)いかなる不法な性的活動に従事するよう子どもを勧誘し又は強制すること

(b)売春その他の不法な性的行為において子どもを搾取的に使用すること

(c)ポルノ的な実演及び素材において子どもを搾取的に使用すること

この第３４条はあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から保護されるという子どもの普遍的権利を謳

ったもので、言い換えれば、そのような権利を保護する普遍的義務を定めたものである。なお 「子ど、

もの権利条約」はアメリカとソマリアを除く全国連加盟国が締約国となっている。このことは世界のど

の場所にいようとも子どもはあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から「法律上は」保護されているこ

とを意味するのであり、それを現実のものとするために国内、地域、国際のあらゆるレベルであらゆる

措置を講じることが求められる。

ところで （c）の「ポルノ的な実演及び素材」は原文では で、 “pornographic performances and materials”

ある。日本政府はこれを「わいせつな演技及び物」と訳し、子どもポルノも刑法１７５条で処罰対象と

なっていると主張していた。しかし、後述するように 「わいせつ」と「 子ども）ポルノ」は全く視点、 （

の異なる概念であり、これを「わいせつな」と訳し、それを根拠に子どもポルノへの対応云々を議論す

るのは欺瞞以外の何者でもない。ともあれ、これが日本政府の取っていた立場であった。

その他にも「子どもの権利条約」には第１９条（親その他の保護者による虐待・放置・搾取からの保

護 、第３２条（経済的搾取・有害な労働からの保護 、第３９条（被害に遭った子どもの回復・社会復） ）
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帰）など、性的搾取・性的虐待からの子どもの保護や被害に遭った場合の回復・社会復帰について定め

た条文が存在する。子どもの商業的性的搾取に対する取り組みにおいてはこれらも十分に考慮しなけれ

ばならない。

以上は、性的搾取・性的虐待に具体的に関わる条文であるが、そもそもこの問題を考え、取り組みを

進める上では「子どもの権利条約」に掲げられた一般的原則を当然踏まえなければならない。その中で

も特に重要なのが、第１条（子どもの定義＝１８歳未満のあらゆる者 、第２条（権利の尊重・確保に）

おける差別の禁止 、第３条（子どもの最善の利益 、第６条（生命への固有の権利及び生存・発達の確） ）

保）及び第１２条（子どもの意見の尊重）である。即ち、１８歳未満の子どもは全て、一切の差別なし

に性的搾取・性的虐待から保護されるべきであり、生きる権利が認められ、生存・発達が保障されるべ

きである。そして、そのための取り組みにおいては子どもの意見が尊重され、子ども自身が参加できる

ようにしなければならない。大人の責任として子どもを性的搾取・性的虐待から保護するのは当然であ

るが、彼らは単に保護されるだけでなく、その保護の仕方を決め、具体的に施策を講じる上で主体とし

て参加することを保障されるべきなのである。だから、この問題への対応として 「性」から子どもた、

ちを遠ざけるというのは全くの間違いであり、逆に子どもたちの性的自己決定権、セクシュアル・ライ

ツを認め、このような権利を侵害する搾取・虐待をなくすために、子どもたちとともに考え、取り組み

を進めることが求められる。

付言しておけば 「子どもの権利条約」はあらゆる性的搾取及び虐待から子どもを保護することを求、

めているが、１８歳未満の者は性交をしてはならないと規定しているわけではなく、むしろこれは子ど

もの性的自己決定という全く別の問題である。子どもの商業的性的搾取は権力関係の偏り（明示的、黙

示的とを問わず）に基づく行為であり、言い換えれば、商業的性的搾取は子どもが性的自己決定権を真

に行使することを妨げ、侵害するものである。もちろん、子どもが「自発的に売春をしている」ように

見える場合でも、その子どもが置かれている状況や立場（加害者との関係を含む）のためにそうするこ

とを余儀なくされている／強制されているのであって、これを「自己決定」と呼ぶことは犯罪の正当化

以外の何者でもない(注3)。性的搾取及び虐待からの保護の対象となる年齢と性交同意年齢は厳然と区

別するというのが世界の共通理解であり、実際各国の立法でも性交同意年齢と、性的搾取や虐待からの

保護対象年齢は明確に区別されている。

２ 「ストックホルム宣言及び行動アジェンダ」と求められる取り組み．

次に、子どもの商業的性的搾取に対する取り組みにおいて「子どもの権利条約」と並ぶ基礎となって

いる「ストックホルム宣言及び行動アジェンダ」に沿いながら、何が求められており、実際どのような

取り組みが進められているかを概観する(注4)。

（１）基本的認識

「ストックホルム宣言」では、まず「毎日、世界中でますます多くの子どもが、性的搾取及び性的虐

待の犠牲となっている。この事態を終わらせるためには、地方、国内、地域及び国際レベルでの協調行

動が必要である （第２パラ）という基本的スタンスを確認する。そして第３及び第４パラでは上に述」

「 」 。 「 、べた 子どもの権利条約 の原則を明記している その上で第５パラでは 子どもの商業的性的搾取は

子どもの権利の根本的な侵害である」という認識をはっきりと打ち出すとともに 「それは、大人によ、

る性的虐待、及び子ども又は第三者に対する現金又は現物による報酬提供によって構成される」という

定義を示す(注5)。さらに 「子どもは性的な対象物、そして、商業的な対象物として扱われる･･････子、

どもに対するある種の強制及び暴力を形成しており、強制労働及び現代的形態の奴隷制に等しいもの」

という性質を明らかにする。



- 316 -

（２）根本原因と防止

第６～８パラは子どもの商業的性的搾取の原因に関わるものである。第６パラでは「複雑な寄与要因

は多岐にわた」るとし 「貧困･･････経済的格差、不公正な社会経済構造、家庭の機能不全、教育の欠、

、 、 、 、 、 、如 拡大する消費主義 都市－農村間の人口移動 性差別 男性の無責任な性行動 有害な伝統的慣習

武力紛争、子どもの売買など」を挙げる。さらに第７パラでは「犯罪者及び犯罪ネットワーク･･････主

に男性の客が性市場において生み出す需要」という直接的加害者について言及するとともに 「腐敗並、

びに搾取への共謀、法律の不在並びに／若しくは不十分さ、法執行の緩さ、及び子どもに与える有害な

影響に対する法執行職員の感度の低さ」という寄与要因の存在を示す。続いて第８パラでは「社会のあ

らゆるレベルの、広範に渡る個人及び集団 、即ち「仲介人、家族の構成員、企業部門、サービス提供」

者、客、コミュニティ・リーダー及び政府職員」などが「無関心、子どもが被る有害な結果に対する無

知、又は子どもを経済的商品とみなす態度及び価値観の維持を通じて、搾取に寄与する」として、これ

らの者が言わば間接的加害者の立場にあるという認識を明確にする。

以上はどういうことか。子どもの商業的性的搾取は、様々な経済・社会問題の影響が子どもにもたら

された「結果」であり、様々な矛盾が「現象」したものであるということである。さらに、経済・社会

問題や矛盾は子ども、女性、障害者、民族的・人種的マイノリティなど「弱者」の立場に置かれている

人々に最も影響をもたらすものであり、子どもの商業的性的搾取の場合も同様である。つまり、このよ

うな形で子どもに被害が集中する構造そのものが問題としてある。以上のことから、子どもの商業的性

的搾取という「結果」又は「現象」の場面のみを見て対処しても、何の解決にもならないということが

言える(注6)。だから、犯罪者を処罰するだけでは――もちろんそれも重要なことであるが――不十分

であり、根本原因をなくすための防止が最重要であることに十分留意しなければならない。また、子ど

もの商業的性的搾取は、直接子どもを性的に虐待する者やそのような行為によって利益を得る者のみに

責任があるのではなく、間接的に利益を得ている者や無関心、無策などを通じてこのような行為を許容

する者全てが加害者的立場にあることを忘れてはならない。例えば、子ども買春が行われるかもしれな

いことを知りながら黙認する旅行業者、子ども買春観光の宣伝や子どもポルノの流通の可能性に対して

あえて対策を講じないインターネット・サービス・プロバイダー、このような問題を興味本位に報じる

メディア、従業員は１８歳以上であっても「援助交際」的イメージを売り物にする風俗業者、子ども買

春を助長し得ることに気付きながら知らぬふりをするテレクラ業者や出会い系サイト運営者、人身売買

の可能性に気付きながら何もしない出入国管理職員、夫やパートナーの子ども買春を黙認する女性など

間接的に子どもの商業的性的搾取に寄与している者は多いのであるし、対応しない政府や議会、それを

求めない市民も責めを免れることはできない。また、機会があれば自身が子ども買春をし、子どもポル

ノの消費者となる可能性があり、それを問題と感じない者も潜在的加害者であり、子どもの商業的性的

搾取を許容する雰囲気の維持に荷担している(注7)。

このように考えると、それぞれの対象に様々な仕方でアプローチする意識喚起キャンペーンを始めと

する防止活動が非常に重要である。海外では、例えば、旅行者をターゲットにした飛行機内上映ビデオ

やメッセージ入り航空チケット、インターネットに関する教育キットといった工夫を凝らした手法が活

、 。 、用されており 旅行業者やプロバイダーに行動規範の制定を促す取り組みなども行なわれている また

貧困や教育・職業機会の欠如の故に子どもが自ら売春をしたり、親が子どもにそうさせていたりする地

域では貧困解消のための所得創出活動や教育・訓練機会の提供などの活動やストリート・チルドレンに

、 。 、 、対する援助 家族やコミュニティーに対する教育・啓発活動などが行なわれている さらに 少数民族

外国人、女性などに対する差別が往々にして底流にあるため、このような差別をなくすための取り組み

も必要である。日本の場合でも、いわゆる発展途上国で子ども買春をする男性の中には「貧しい子ども

たちを助けている」といった論法や 「どうせ彼らは売春をしているのだから」といった偏見、さらに、
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外国人（特に発展途上国の人々）に対する差別感情も認められる。ここには子どもたちが耐えている苦

しみ、身体や心に負う傷は全く省みられていない。このような意識こそ変革しなければならないのであ

る。子どもポルノや「援助交際」の場合でも同様である。防止のためには、以上に述べてきた点を踏ま

えつつ、地域や対象となる集団それぞれの状況に応じた策を講じる必要があるし、全体としては、子ど

もの商業的性的搾取を許容しない社会作りが根本的に重要である。

防止においては、危険に晒されている子どもたち自身、そして家族やコミュニティーのエンパワーメ

。 、ントが非常に重要である 上に述べたような貧困解消策や教育・訓練を行なうのは当然のことであるし

商業的性的搾取が子どもたちに負わせることになるリスク、そして、あらゆる性的搾取・性的虐待から

保護される権利が子どもたちにあるということを知らせなければならない 子どもたちは往々にして ノ。 「

ー」が言えない、自分は尊重に値しないと思わされているが、そうではないという自信をつけられるよ

うに支援すべきである。また、どのようにすれば危険を避け、身を守ることができるのかといった知識

や技能が得られるようにしなければならない。さらに、子どもたちが性的搾取・性的虐待を受けること

なく、真の意味での性的自己決定権を行使できるために、必要な知識を身に着け、自己決定能力を獲得

できるような性教育も不可欠である。以上のことは、ここで例に挙げたような貧困地域に限られるもの

ではない。日本においてもこのようなエンパワーメントはまだまだなされていない(注8)。

ここで直接の加害者について若干述べておきたい。第１に、子どもの商業的性的搾取の加害者には女

性もいるが、圧倒的に男性が多いと考えられる。被害者は女の子、男の子の両方であり、しばしば、男

性による男の子の虐待が話題になるが、全体としてみれば異性愛者が大半を占めている。異性愛者、同

性愛者、両性愛者の全てが虐待者になり得るが、このような性的指向によって問題が引き起こされると

考えるべきではない。同性愛者による事件は往々にして衝撃的に伝えられるが、それは社会そのものに

おける同性愛者差別の反映であると言えるのであり、加害者の性的指向によって事件の評価を歪めるこ

とがあってはならない。むしろ、上に述べたような様々な社会的要因や加害者の個人的歴史、背景がな

ぜ子どもの商業的性的搾取という形で現われたのかを問うべきである。

、 「 （ ）」 。 、第２に この問題では必ず ペドファイル 小児性愛者 というカテゴリーが登場する もちろん

ペドファイルの存在はこの問題において見逃してはならないし、世界各地でペドファイル・ネットワー

クの活動が白日の下に晒されている。しかし、数的に見れば、加害者の多くはペドファイルではないと

いう指摘が多くなされている。子どもに対する性犯罪者のうち、性的欲求が思春期(注9)以前又は前後

の子どもに向けられ、性的接触を持つ者を「選好的犯罪者」と呼ぶが、機会があれば子どもと性的接触

を持つ「状況的犯罪者」が加害者の多数を占めていると言われている。彼らが子どもと性的接触を持つ

理由は様々である。買った相手がたまたま子どもだった場合もあれば、値段が安い、交渉がしやすいと

いう場合や刺激を求めてという場合もある。また、子どもの方がＨＩＶ／エイズに罹りにくいという思

い込みから子どもを求める場合もある。極端な場合にはそれが処女を求めることにつながる。処女につ

いてはある種の文化・慣習において、男に力や幸福をもたらすという俗信があって、そのために処女を

求める場合もある。さらに、大人の女性と関係を持ちにくいと感じる者が子どもを求めるということも

あろうし、日本における「女子中高生」に対する感覚のようにある種の幻想が背景にある場合も考えら

れる(注10)。以上のことは、子どもポルノに関しても言える。いずれにせよ、この問題と取り組む上で

は「選好的犯罪者」と「状況的犯罪者」の両方を視野に入れることが重要である。

第３に、上でペドファイル・ネットワークに言及したが、確かにこのようなネットワークや犯罪組織

が子どもの商業的性的搾取には多く関わっているし、より緩やかな形のネットワークも存在している。

しかし、これも問題の断片に過ぎず、個人が多く犯罪に関わっているのである――もちろん 「団体買、

春ツアー」のような集団的行為もある――。

第４に、特に子ども買春の場合、買春観光という形で外国人が行なう犯罪が強調されるが、買春観光

目的地となっている国においても客の多数は地元住民である。このことは日本人が東南アジアなどで子



- 318 -

ども買春をしている一方で、国内でも「援助交際」などのような形で子ども買春が多く行なわれている

ことを見ても明らかであろう。

以上、４点を指摘したが、ここで言えることはあらゆる背景の者が子どもの商業的性的搾取の加害者

となっており、なる可能性があるということである。防止や取り締まりにおいてもそれぞれの側面に対

応した取り組みをバランスよく行なうことが求められる。

（３）被害者の回復と再統合

ここまでは、子どもの商業的性的搾取の原因について述べ、防止が根本的に重要であることを強調し

てきた。しかし、現実には多くの子どもたちが犠牲となっている。不幸にして犯罪が行なわれてしまっ

た場合には、被害者の回復や再統合（社会復帰）を支援しなければならない。往々にしてこの問題を論

じる時に犯罪者の処罰に偏るきらいがあるが、いくら犯罪者を捕まえて処罰をすることができても、被

害者が傷を負ったままでは肝心の部分が抜け落ちてしまう。そこで、第９パラでは「子どもの商業的性

的搾取は、子どもの身体的、心理的、精神的、道徳的及び社会的発達に対して、深刻で、一生続く影響

をもたらすものであり、命を脅かすことさえある」とし 「彼らが子どもの時期を楽しみ、生産的で、、

報いられ、尊厳ある生活を送る権利は著しく侵害される」という事実を強調する。そして、第１２パラ

の「コミットメント （公約）の１つとして「被害に遭った子どもの保護並びに支援を行ない、及び彼」

らの回復並びに社会への再統合を促進するため」の措置を立案し、実施することを示している。これに

は医学的・心理学的治療、カウンセリング、教育・訓練などが当然含まれるが、そこにおいて重要なの

はその子どもの心身の状況や被害に至った過程、家庭的背景など、個別的事情に十分に留意して、適切

な対応を図ることである。また、被害に遭った子どもはその経験の故に自らを価値の低い者と考え、自

尊心が大きく損なわれてしまったり、被害に遭ったのは自分が悪いのだという自責の念に駆られたりし

てしまう場合があるが、その傷から回復し、自己肯定感を取り戻すことのできるような支援も欠かせな

い。さらに、防止について述べたことと重なるが、その子どもが再び商業的性的搾取の危険に晒される

ことなく生活を送り、社会に参加していけるようなエンパワーメントが求められる。

ここまで述べてきたような本格的な回復・再統合過程に入る前の段階――もちろん、それと並行する

場合もあるが――、即ち、加害者に対する刑事手続きにおける被害者の取り扱いの問題も重要である(注

11)。この段階において、被害によって負った傷がさらに深まることがないようにしなければならない。

、 、「 」（ ） 。 、まず 大前提として 被害に遭った子どもが処罰されないこと 第１２パラ が求められる つまり

被害に遭った子どもが売春や 人身売買の場合 不法入国などの罪に問われて犯罪者扱いされたり 非（ ） 、「

行少年」として扱われたりしてはならない。この視点は回復・再統合を支援する際にも必要である。そ

の子どもを「問題行動」を起こした者として「矯正」したり 「更正」させたりするのではなく、被害、

者として負った傷を癒し、被害に至った背景にある要因への解決策を見つけ、回復を図るべきである。

これは日本における「援助交際」などの被害者への対応においても同様である。

さて、被害者の子どもは捜査や公判においては重要な証人となる場合が多いが、事情聴取や尋問を通

じてその子どもが再被害を受け、既に被った傷が深められる恐れがある。これに対して、いわゆる「子

どもにやさしい刑事手続き」の導入、強化が必要である。前提として犯罪の立証に不可欠ではない不必

要な事情聴取や尋問は避けること、また、できるだけ早期かつ迅速に手続きを進め、被害者が本格的な

回復・再統合過程に集中できるようにすることが求められる。被害者からの事情聴取は専門訓練を受け

た者が当たることが望まれるし、警察官、検察官、裁判官、弁護士や関係職員など、被害者――潜在的

被害者も含め――に直接、間接に接触する者に対しても教育・訓練が必要である。さらに、事情聴取な

どに当たってはその子どもの希望する者や適当と認められる者が付き添い、彼／彼女の精神的負担を和

らげることが可能とされるべきである。また、公判などで被害者が加害者（被告）と直接相対したり、

多くの者に取り囲まれたりすることでプレッシャーが掛からないよう、被告などとの間を遮蔽したり、
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公判を非公開としたりすることに加え、被害者が別室でテレビモニターを介して証言するビデオリンク

の採用も認められるべきである。そもそも、被害者は警察、検察そして公判の場と何度も同じ証言を繰

り返すことになり、その度に被害が再現され、傷が深められるリスクを負っているが、これを回避する

ために捜査段階での事情聴取をビデオなどに記録し、証拠として採用する仕組みも導入を図るべきであ

る。これは証言の繰り返しを避けるだけでなく、被害者を刑事手続きから早期に解放するためにも必要

である。以上のような子どもにやさしい手続きは確かに捜査・司法機関の側に負担が掛かるものである

が、被害に遭った子どもの傷を深めず、できるだけ早い回復を支援するために、創造的な手法や設備を

導入するとともに、関係者の教育・訓練をしっかりと行ない、あらゆる段階で被害者への配慮がなされ

るようにすべきである。

回復及び再統合に関して見落としてはならないのは、家族など被害者の周りの人々や加害者のリハビ

リテーションである。特に、加害者のリハビリテーションについては後回しにされがちであるが、子ど

もを相手とする性犯罪を起こすに至った背景を突き止め、それを治していくことが犯罪の再発を防止す

るためには不可欠である。加害者は自身が虐待の被害者であったり、何らかの形で傷を負っていたりし

て、それが子どもへの虐待行為という形で表現される場合も多い。そうであるならば、癒されていなか

ったその傷を癒すことがその加害者自身のためにも必要である。

（４）保護（取り締まりと処罰）

現に子どもの商業的性的搾取が起こってしまった場合には当然ながら取り締まりと処罰がなされなけ

ればならない。第１２パラでは「子どもの商業的性的搾取を、その他の形態の子どもの性的搾取ととも

に、犯罪とし、現地住民であると外国人であるとに係わらず、犯罪者を有罪とし、処罰すること」とさ

れている。これは犯罪を犯した者に正当な裁きを与えるというだけでなく、犯罪を抑止するためにも重

要である。その大前提として、各国の法律を調和させ、世界中から犯罪者にとって「安全な場所」をな

くす必要がある。即ち、あらゆる国において子どもの商業的性的搾取を犯罪とする法律が制定され、よ

り重要なことであるが、それが執行されなければならない。そうしなければ、子ども買春観光客は法律

のない／緩い国を求めるであろうし、例えばインターネット上の子どもポルノ・サイトもそのような国

に設置されてしまうであろう。さらに、国境を越える犯罪の場合には二国間・多国間の協力も欠かせな

い。子どもの商業的性的搾取に係る行為はそれを助けるものも含め犯罪とすることが求められるが、処

罰のあり方については第４章及び第５章で述べることとして、ここでは国際的側面を持つ犯罪について

説明する。

子ども買春観光犯罪の場合、基本は犯罪が行なわれた国で逮捕、処罰されることである。しかし、犯

罪者が逮捕前にその国を離れたり、逮捕されても保釈されて――途上国の場合、先進国の犯罪者にとっ

ては保釈金が相対的に安い場合も多い――逃亡したりする場合もある。その時の対応としては、犯罪者

を逃亡先で逮捕して犯罪地の国で裁くべく引渡す方法と、犯罪者の出身国又は居住国で裁判をするいわ

ゆる国外犯処罰という方法がある。どちらの方法にも長所、短所があるし、法律的な制約がある場合も

ある。いずれにせよ、このような方法を取る場合には当該国間及び／又はインターポール（国際刑事警

察機構）などの国際機関との捜査・司法共助が欠かせない。証拠収集や証言録取などの手続きについて

も各国それぞれに法律や慣行が異なるし、そもそも言語や文化の違いが共助の妨げになる場合もある。

このような障害を回避し、刑事手続きや共助を円滑に進めるためには、個々の事件の際に適切な対応を

図ることはもちろんのこと、予め関係国間で手続き面の整備をするとともに、関係者が国際的な犯罪へ

の対処方法や共助に関する知識や技能を身に着けられるよう教育・訓練を行なう必要がある。また、手

続きの整備のみならず、それを迅速に進めるために引渡しや共助に関する二国間又は多国間の条約や協

定を締結することも有効である。さらに、相手国に警察のリエゾン・オフィサー（連絡調整担当官）を

常駐させたり、犯罪者などについての情報を共有して犯罪者の監視をしたりするといった協力策は防止
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の面でも、取り締まりの面でも効果がある。二国間・多国間の協力は国際的な犯罪組織やネットワーク

が関与している場合にも非常に重要である(注12)。

以上に述べたことは子どもポルノや子どもの売買にも共通する。若干付言すると、まず子どもポルノ

の場合、輸出入という形である国で製造されたものが他国で出回る場合もあるし、インターネット上で

は瞬時に国境を越えて子どもポルノが流通する。その場合には、上で挙げたような協力だけでなく、捜

査段階での同時・共同行動が必要になる場合がある。国際的な広がりを持つ子どもポルノ取引集団の場

合、ある国で捜査が行なわれたら、その情報がすぐに他国のメンバーに伝わり、彼らが証拠隠滅を図っ

たり、逃亡したりする恐れがある。例えば、イギリスを中心とする「ワンダーランド・クラブ」という

子どもポルノ・ネットワークの摘発においては、１０数ヶ国で決められた時間（グリニッジ標準時の１

９９８年９月２日午前４時）に同時に捜査が行なわれた(注13)。また、人身売買の場合には、事後だけ

でなく、水際防止も重要となるが、そのためには関係国が国境管理や出入国管理などについて協力する

必要がある。

なお （３）で言及したので繰り返さないが、以上のような刑事手続きにおいて子どもが犯罪者扱い、

されてはならず、子どもにやさしい手続きが実践されることが不可欠である。また、特に犯罪組織が関

わっている場合には被害者を含む証人の保護が重要である。

（５）子どもの参加

何度も繰り返してきたことであるが、この問題は子どもの権利を基礎として考えられ、取り組まれる

べきものである。そうであるならば、その当事者たる子どもたちや近い立場にある若者たちが関与する

ことが基本とされなければならない。第３パラでも「子どもに関わるあらゆる行動において、子どもの

、 」最善の利益が第一に考慮されるべきであり 彼らの権利はいかなる種類の差別もなしに享受されるべき

であり 「子どもに影響を及ぼすあらゆる問題に関して、子どもの意見が、その年齢及び成熟度に従っ、

、 」 「 」 。 、て 正当に重視されなければならない という 子どもの権利条約 の原則が確認されている さらに

第１２パラでは「子どもの商業的性的搾取の防止及び廃絶における、子どもをはじめとする市民の参加

の役割を高めること」をコミットメントとしている。

以上をパラフレーズすれば、第１に子どもに関わる法律、制度及び政策の立案及び決定に子どもが参

加し、子どもの意見が反映されること、第２にそれらの実施に子どもが参加すること、となる。前者に

ついて言えば、１でも述べたが、大人が保護主義的、パターナリスティックに子どもを守る法律などを

決めるのではなく、被害に遭った又は遭うかもしれない当事者である子どもの利益が第１に考慮され、

子どもの意見が反映されなければならない。後者についても、大人が立案した活動に子どもが動員させ

られたり、大人の補助的に使われたりするのではなく、子どもたち自身が及び／又は子どもと大人が協

力して立案し、実施する、即ち子どもたちが活動主体として参加することが求められる。性的搾取や虐

待のサバイバーである子どもや若者がピア・カウンセラーとして他の子どもたちの回復を支援し、同時

にそれを通じて自らもエンパワーされるというようなことも考えられるし、子どもを対象とする教育・

意識喚起活動なども子どもが立案した方がより届きやすいものとなるケースもあろう。

このように言ったからといって、子どもたちに全てを任せて大人は何もしないということではない。

むしろ大人には子どもたちの参加を支援し、彼らの活動の環境整備をするという重要な役割がある。子

どもたちはその場があり、知識や技能を得れば、自ら考え、意見を表明し、実践をする能力を発揮でき

るものである。しかし、そのためには大人がそのような機会を提供しなければならないのである。例え

ば、子どもの意見を聞こうとしない環境においては、子どもの参加は不可能である。また、子どもを性

から遠ざけようとする社会でも同様である。大人は子どもたちを信頼し、当事者として、対等なパート

ナーとして尊重し、支援、協力することが求められる。
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（６）調整と協力

子どもの商業的性的搾取に対する取り組みについて様々な要素を提示したが、そのいずれもが各国間

。 、 。や関係者間での調整と協力抜きに実行できるものではない できたとしても 効果は大きく減殺される

第１１パラでは 「このような搾取と対抗するためには、政府、国際機関及びあらゆる社会部門の間で、

強力なパートナーシップを構築することが不可欠である」と強調している。まず、この問題は相当程度

国際的側面を持っていることから、二国間・多国間の協力は必須である。また、政府だけ、ＮＧＯだけ

で全てに対応できる訳ではないし、旅行業者、インターネット・サービス・プロバイダー、メディアな

ど企業部門も重要な位置を占めている。さらに、学校などの教育機関、医療・福祉機関、コミュニティ

ーなども重要である。そうであるならば、これらの主体の間の調整と協力が不可欠である。調整と協力

、 、 、を効果的に進めるためには 関係者がこの問題に対する意識を持ち 知識や技能がなければならないし

調整と協力の必要性を認識し、その意志を持っていなければならない。もちろん、調整と協力のための

様々な仕組みの整備も必要である。最後に （５）の延長であるが、子どもと大人の間のパートナーシ、

ップの重要性は強調し過ぎることはない。

（７ 「ストックホルム行動アジェンダ」）

以上 「ストックホルム宣言」を紹介しながら、子どもの商業的性的搾取に対して求められる取り組、

みを説明してきたが 「ストックホルム行動アジェンダ」ではこれらの点を含め、地方、国内、地域及、

び国際レベルで取るべき行動が５つの分野に整理されて示されている。即ち、調整及び協力、防止、保

護、回復及び再統合、子どもの参加である。そして、この「行動アジェンダ」において各国に課せられ

た責務の中で中心的なものは、２０００年までに、国内行動計画を策定すること及び国内拠点とデータ

ベースを確立することである。しかし、２０００年末までに国内行動計画を策定した国は約３０ヶ国で

あり、日本は少し遅れて２００１年２月に策定した。国内拠点とデータベースについては、国内行動計

画以上に認識が低く、達成度は極めて残念な水準に止まっている。

国内行動計画について付言すると、第１に、子どもの商業的性的搾取を防止し、また現に起こってい

る問題と闘うために、買春、ポルノ及び人身売買をバランスよく取り上げ、上に挙げたそれぞれの分野

における取り組みを網羅する包括性が求められる。第２に、文書として策定されるだけでなく、適切に

実施されることが非常に重要である。これは、法律の執行にも言えることである。そして、適切な実施

を確保するためには、特に、(a)目標と戦略が明確であること、(b)施策が具体的であること、(c)施策

の実施主体が特定されていること、(d)ＮＧＯや企業の参加や協力を含め、調整と協力の強化策が盛り

込まれていること、(e)国家委員会や部門横断委員会の設置、担当省・機関の特定など、実施・推進機

構が確立されること、(f)実施の時間的枠組みが明確に示されること、(g)調査やデータが整備されるこ

と、(h)実施のための資金など資源が配分されるとともに、人材の開発・訓練を始めとして能力の拡充

が図られること、(i)実施の監視及び評価の指標や仕組みが確立されること、(j)全体として子どもと若

者の参加が保障されるとともに、彼らの取り組みが支援されること、が求められる。

なお、日本政府が策定した国内行動計画は以上の基準に照らしてはなはだ不充分であると言わざるを

。 、 。得ない 策定がなされたこと自体は評価すべきだが 効果を上げるためには抜本的な改善が必要である

第３章 「子ども買春・子どもポルノ禁止法」制定以前の国内法規定

本章では「子ども買春・子どもポルノ禁止法」制定以前に子どもの商業的性的搾取に適用可能であっ

た――もちろん、現在でも犯罪の態様によっては適用される場合もある――主な法規定について、その

問題点を含め説明する。当時の日本政府の主張とは反対に、いかに抜け穴が多かったかが理解されるは

ずである。
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１．子ども買春関係

（１）刑法

「強制わいせつ罪 （第１７６条）と「強姦罪 （第１７７条）が基本となる。前者は「１３歳以上の」 」

男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、６月以上７年以下の懲役に処する。１

３歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」と定め、後者は「暴行又は脅迫を用

いて１３歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、２年以上の有期懲役に処する。１３歳未満の女

子を姦淫した者も 同様とする としている なお 第１７８条には 準強制わいせつ及び準強姦 人、 」 。 、 「 」（

の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行

為又は姦淫をすること 、第１７９条には第１７６～１７８条の未遂罪が規定されている。）

第１７６条と第１７７条により性的自己決定年齢は１３歳であると定められていることになる。つま

、 、 。り １３歳未満の者を相手にした性的行為は暴行又は脅迫を伴わず 相手の同意があっても犯罪となる

「姦淫」とは「性交」と同義で「男女の性器の結合」のみを指す(注14)。そもそも第１７７条は相手を

「女子」に限定しており、同性に対するレイプは強制わいせつ罪となる。なお、判例では射精は要件と

せず、男性器の挿入で足りるとされている。また、強制わいせつ罪の成立要件は「その行為が犯人の性

欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図の下に行なわれること」であるとされている（昭和

４５年１月２９日最高裁判決 。これに対して、被害者の「性的自由を侵害したと認められる客観的事）

実があれば」成立するという意見もある（上の最高裁判決の少数意見 。）

さて、子ども買春は対償の供与が要件となるが、刑法では１３歳未満の者を相手に性的行為をした場

合は一律に犯罪となる。相手が１３歳以上の場合は対償の供与があっても暴行又は脅迫が伴わない限り

犯罪とならない。また、第１７６～１７９条は公訴に当たって被害者からの告訴を必要とする親告罪で

あり、２０００年に刑事訴訟法が改正されるまで告訴期間は６ヶ月に制限されていた(注15)。被害者が

大人の場合でもこれらの犯罪から立ち直り、告訴することは難しいものであるし、子どもの場合、犯罪

。 、 、 、時点では行為の意味を理解できないこともある さらに 被害者の側も売春 非行などの責めを法律的

社会的に負わされる可能性があることや、途上国などで売春を生存の手段としている子どもたちの場合

には「客」を訴えることに困難があることなども告訴をする妨げになると考えられる。なお、２人以上

の者が現場において共同して犯した場合（例えば、輪姦）や第１８１条に定める強制わいせつ等致死傷

は親告罪となっていない。

また、刑法第３条は国民の国外犯を定めており、第１７６～１７９条の罪を国外で犯した日本国民に

刑法が適用される。国外犯訴追には様々な障害があるため、この第３条はほとんど活用されたことがな

く、その存在もあまり知られていないと思われるが、１９９６年以降タイやフィリピンにおける子ども

買春事件について筆者の知る限りで４件の告訴が行なわれている。しかし、国外犯訴追そのものに係る

障害に告訴期間の制限が加わり、これらの告訴に関わった弁護士やＮＧＯは非常に苦労をしており、告

訴が検討されながら実現しなかった事件もあると思われる。なお、犯罪者の引渡しに関して 「逃亡犯、

罪人引渡法」では条約の定めがない限り、日本国民を外国に引き渡すことはできないとしている。現在

引渡条約が締結されているのはアメリカとの間だけであり、長期１年以上の拘禁刑にあたる犯罪など一

定の犯罪については日本国民を引渡すことができる。また、引き渡しができるのは、当該犯罪行為が引

き渡しを要求された国においても犯罪となっている場合に限られる（双方可罰性の要件 。）

ところで、強制わいせつ罪及び強姦罪は、現在は「個人の性的自由に対する罪」であると説明されて

いるが、わいせつ物頒布等の罪や重婚罪と同じ章に置かれていることから明らかなように、元々は「善

良な性風俗に対する罪」または「家・夫の所有物としての女性を侵害する罪」という意味が中心であっ

たと考えられる。性犯罪に関する刑事法規定については、この観点からも検討が必要である。
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（２）売春防止法と児童福祉法

日本国内における子ども買春については、刑法以外にも適用可能な法律がある。即ち、売春防止法と

児童福祉法である。まず、売春防止法は「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の

風俗を乱すものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照

らして売春を行なうおそれのある女子に対する補導処分及び保護更正の措置を講ずることによって、売

春の防止を図ることを目的とする」ものである（第１条 。ここでは、善良な性風俗の維持の観点が強）

く出ているとともに、売春者――但し、本法では「女子」に限られる――を矯正の必要な問題のある者

として位置付けていることが見て取れる。そして 「売春」を「対償を受け、又は受ける約束で不特定、

」 （ ）、「 」の相手方と性交すること と定義し 第２条 何人も売春をし､又はその相手方となってはならない

として売買春両方を禁止している（第３条）が、あくまで罰則抜きの理念規定であって直接の買い手は

処罰されない。なお、売春行為そのものも処罰されず、処罰されるのは以下に示すような売春を「助長

する」行為である。第４条では「適用上の注意」として 「国民の権利を不当に侵害しないよう留意し、

なければならない」とされているが、これは主として買い手を指すものであると理解されている。

さて、処罰対象となるのは、まず、第５条の「勧誘等」でいわゆる街娼などが対象となるが、伝言ダ

イヤルに「援助交際」希望のメッセージを残した女子高生に適用された事例がある。次に、第６条の周

旋等で、これはいわゆるポン引きなどが対象である。そして、業者など売春をさせる者が処罰対象とな

っており、困惑等によって売春をさせること（第７条 、対償の収受等（第８条 、売春者への金品の前） ）

（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、貸等 第９条 売春をさせる契約 第１０条 場所の提供 第１１条 売春をさせる業 第１２条

資金等の提供（第１３条）が処罰される。

つまり、子ども買春の関係では、子ども買春を周旋したり、いわゆる「管理売春」のような形で子ど

もに売春をさせたりした場合には処罰をすることができるが、上に述べたように直接の買春者は処罰さ

れず、逆に買われた子どもの側が勧誘等の罪で摘発される場合がある。

次に、児童福祉法であるが、この法律はそもそも子どもの「健全育成」を目的としており、子どもは

権利を持つ主体というよりも、保護・育成の客体として位置付けられる。この点は「子ども買春・子ど

もポルノ禁止法」の立案過程でも大きな論点となったところである。ともあれ、同法の第３４条は「児

童保護のための禁止行為」を定めており、違反した者は懲役刑又は罰金刑に処せられる。子ども買春と

関わるのは「児童に淫行をさせる行為 （同第１項第６号）と「児童の心身に有害な影響を与える行為」

をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為 （ 有害支配 ・同第９号）である。例えば、」「 」

子どもに売春をさせた場合には「淫行をさせる行為」に該当する 「淫行」とは「 金銭の提供などの）。 （

不当手段により行なう性交又は性交類似行為」又は「単に自己の性的満足のための対象としてのみ扱う

」 （ ）。「 」場合の性交又は性交類似行為 であるとされる 昭和６０年１０月２３日最高裁判決 性交類似行為

とは、性交と同視し得る程度の性的な行為で同性間の行為も含むものとされ、具体的には、肛門性交、

口唇性交、性交を連想させる態様での性器と身体との接触・手淫・器具の使用などが当たる。なお、性

交又は性交類似行為の直接の相手方――即ち買春者――は「淫行をさせる」者に当たらないという解釈

がなされてきたが、直接の相手方を本条に基づき有罪とした判決もある。

売春防止法も児童福祉法も子ども買春の一定の側面には対応できるものであるが、そのような行為を

子どもの権利を侵害したからではなく、健全な成長に有害な行為に子どもを関与させたから処罰するの

である。言い換えれば、善良な性風俗という規範から子どもが外れることを恐れているのである。もち

ろん、現場には、子どもの権利を守るために使える法律を利用するという考えを持っている者もいるで

あろうが、そのような善意もこれらの法律の性格によって大きな枠をはめられてしまう。確かに、権利

擁護を基礎とする「子ども買春・子どもポルノ禁止法」は制定されたが、子どもの権利、さらには女性

の権利の観点からこれらの法律も抜本的に見直す必要がある



- 324 -

ところで、刑法も第１８２条（淫行勧誘）で「営利の目的で､淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫

させた者」を処罰するとしているが、この第１８２条は児童福祉法及び売春防止法の制定によって事実

上死文化している。

（３）都道府県条例

「 」 。長野県以外の都道府県は 青少年健全育成条例 等の子どもの健全育成に関わる条例を制定している

これは名称からも明らかなように、子どもの権利の観点からは問題の多いものであることは児童福祉法

と同様であるが、これらの条例にはいわゆる「淫行処罰規定」が盛り込まれており、子ども買春にも適

用されていた(注16)。条例の文言は都道府県によって様々であるが、大きく２つのパターンに分けられ

る。第１に、抽象的に「淫行」とだけ定めるものである。ここでは、その例として「福岡県青少年健全

育成条例」を挙げる （２）で言及し 「淫行」を巡って引かれることの多い最高裁の判決（昭和６０年。 、

１０月２３日）はこの福岡県条例違反事件についてのものである。同条例第３１条（いん行又はわいせ

） 「 、 、 」（ ）つな行為の禁止 は 何人も 青少年に対し いん行又はわいせつな行為をしてはならない 第１項

及び「何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない （第２項）としている。」

第２に 「淫行」の内容を具体的に規定するものであり、例えば「大阪府青少年健全育成条例」がこ、

れに当たる。同条例第２３条（みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止）は、(a)青少年に金品その

他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行

為又はわいせつな行為を行うこと、(b)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又

は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと、(c)性行為又はわいせつな行

為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと、及び

(d)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせる

、 、 、おそれのある者に引き渡す目的で 当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと を禁止し

処罰対象としている。

このような「淫行処罰規定」は解釈の余地が広く、問題のない交際をしているカップル間の行為にも

適用される可能性があり、プライバシーを侵害する恐れがあること、そして、そもそも子どもの健全育

成を目的としているため、子どもの性的自己決定に対して逆の作用をすることから、反対論が根強い。

これに対して 「淫行処罰規定」を定めていなかった東京都は１９９７年に「青少年健全育成条例」を、

、「 」 。 （ ） 、改正し 買春等処罰規定 のみを導入した 同条例第１８条の２ 青少年に対する買春等の禁止 は

「何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与するこ

とを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない （第１項）及び「何人も、性交又は性交類似」

行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない （第２項）と規」

定している。これは、あくまで「健全育成条例」の枠内であるが 「淫行処罰規定」の導入を見送って、

きた東京都における従前の議論を踏まえ、子どもの性的自己決定権を尊重したものであると説明されて

いる。この「買春等処罰規定」については、子どもの権利の観点からも賛否両方の議論がある。

２．子どもポルノ関係

刑法第１７５条（わいせつ物頒布等）は「わいせつな文書､図画その他の物を頒布し､販売し､又は公

然と陳列した者」及び「販売の目的でこれらの物を所持した者」を処罰対象としており、一定の子ども

ポルノには適用可能である。しかし、本条の要件はあくまで「わいせつ」であり、周知のようにその基

準は緩和されてきている。そのため、子どもポルノであっても 「わいせつ」に該当しなければ――端、

的には性器が写っていなければ――処罰されない。以下に述べる児童福祉法も同じであるが、子どもが

裸でポーズを取っているだけで、性器も露出していなければ処罰されることはなかったのである 「わ。
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いせつ」とは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同

義観念に反するもの （昭和２６年５月１０日最高裁判決）とされる。なお、類似概念として「卑わい」

な言動 （迷惑防止条例など）があり、これは「通常人の道徳的感情に反し、性的羞恥心を害し、嫌悪」

を催させるような言語及び動作」を指すとされる。詳しくは次章で述べるが、子どもポルノを禁止し、

処罰するのはそれが子どもの権利の侵害であるからであり、公序良俗の維持を保護法益とし、被写体と

なった個人の権利を保護法益としない「わいせつ」概念とは全く方向性が異なる。

なお、子どもポルノに強姦罪又は強制わいせつ罪に当たる行為が描写されていた場合には、それぞれ

の規定で処罰することは可能である。但し、子どもポルノが犯罪となるのではなく、あくまでこのよう

な行為の証拠となるだけである。もちろん、性器が写っていれば第１７５条に抵触するが、ぼかしが入

っていれば同条違反とならない。さらに、このような行為を描写した「裏ビデオ」を「紹介」するよう

な雑誌もあったが、行為者でもビデオ製造者でもなく、ぼかしも入れられていれば、その雑誌は合法と

なってしまっていた。

子どもポルノの一定のものには１で説明した児童福祉法の「淫行をさせる行為 「有害支配」が適用」

可能である。例えば、子どもをいわゆる「本番ビデオ」に出演させた場合にはこれが適用される。しか

し、そのようなビデオの製造者ではなく、単に売っただけの場合は適用されないし、前段落で挙げたよ

うな場合も同様である。

刑法第１７５条も児童福祉法も国外犯には適用されない。そのため、日本の外で出回る日本製の子ど

もポルノについて日本が対処することはできなかった。また、日本に設置されている子どもポルノ・サ

イトについて海外から要請があっても、そのポルノが日本国内で合法であれば警察等が動くこともでき

なかった。世界で流通する子どもポルノの８０％が日本製と言われた状況でも何もできなかったのであ

る。

ところで、子どもポルノ業者は以上のような法規定をよく認識していた。しばしば子どもポルノ雑誌

には、児童福祉法などによって描写できる行為が制約されていることを伝える「おことわり」や、日本

国内では合法であるが、国外に持ち出した場合には逮捕される可能性があるという「警告」が記されて

いた。

３．子どもの売買

（ ） 「 」刑法第２２６条 国外移送目的略取等 は 日本国外に移送する目的で､人を略取し､又は誘拐した者

（第１項）及び「日本国外に移送する目的で人を売買し､又は略取され､誘拐され､若しくは売買された

者を日本国外に移送した者 （第２項）を、第２２７条（被略取者収受等）は第２２６条の罪を犯した」

「 、 、 」者を幇助する目的で 略取され､誘拐され､若しくは売買された者を収受し 蔵匿し 又は隠避させた者

を処罰するとしており、国民の国外犯にも適用される。しかし、一見して分かるように日本国内への人

身売買は対象となっていないし、外国間の人身売買に関与した日本国民を処罰することもできない。こ

れらはいわゆる「からゆきさん」のような現象が問題となっていた当時の日本の状況に対応したもので

ある。現在日本は人身売買の受け入れ国となっているのであり、成人女性の売買を含む今日的状況に対

応したものとは言えない。

第４章 「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の意義と内容

１．意義
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「子ども買春・子どもポルノ禁止法」については、評価がされる一方で、様々な形で批判もされてい

る。報道や論評などにおいて「児童買春・児童ポルノ処罰法」と称されることが多いが、処罰を中心に

理解されていることもその一因と思われる(注17)。確かに、これまで全く又は不十分にしか処罰されて

いなかった行為を明確に処罰対象とした点はこの法律の重要なポイントの一つではあるが、この法律の

意味及び含意はそれに止まらない。法案作成作業に関わった筆者自身も現在の形の法律に満足している

訳ではないが、前進であり、子どもや女性の権利にとって新たな道を拓くものであることは間違いない

と考える。立場はどうあれ、この法律について建設的な議論を行なうためには、まずこの法律の意義を

しっかりと確認する必要があるし、それによって法律の改善も進むはずである。以下、この法律の意義

を６点に整理して示す。

（１）国際社会からの批判・要求に遅きに失したが応え、子どもの商業的性的搾取を明確に犯罪と規定

したこと。また 「子どもの権利条約 、特にその第３４条を具体的に実行するものであること――この、 」

点については第１章が十分な説明となっているはずである。国際的には、子どもポルノに対する処罰や

被害に遭った子どもたちへの対応などについて課題が残されていると指摘されつつも、大きな前進であ

ると評価されている。

（２ 「子どもの健全育成」や「善良な性風俗の維持」ではなく 「子どもの権利の擁護」を目的に掲げ） 、

た初めての法律であること――第３章で説明したように、これまで子どもの商業的性的搾取に適用され

てきた法律や条例は子どもの健全育成や「わいせつ」の視点によるものであり、被害者の側も否定的な

評価や取り扱いに晒されることが多かった。運用上の課題があるとは言え、法律としては子どもの権利

の擁護の視点が貫徹しており、日本でこのような法律ができた意味は大きい。本法は子どもの性的搾取

・虐待の商業的側面に絞ったものであるが、その後２０００年５月に制定された「児童虐待防止法」と

併せて、日本における子どもの権利の促進にとって重要な一歩を記したものである。当時法案作成に当

たっていた筆者たちも、この法律の制定がゴールではなく、これをスタートとしてあらゆる形態の搾取

及び虐待から子どもを保護するための新法制定や法改正が必要であると認識していたが、引き続き子ど

もの権利の擁護のための法律が整備されることが望まれる。

（３）子どもを対象とするものに限られるが、法律として初めて性を買う行為（買春）を処罰対象とす

るとともに、ポルノを「わいせつ」ではない観点から犯罪としたこと――（２）と重なるが、性犯罪／

性暴力の文脈においても 「加害者」が明確に処罰対象となった意味は大きい。これを裏返せば、これ、

らの行為における「被害者」の立場が明確となったということである。これは性の商品化という現象に

ついてのみならず、性を巡る現象一般についても重要な前進である。本法は子どもの商業的性的搾取と

いう性の商品化又は性暴力の一側面に特化し、緊急課題として取り組んだものであるが、立法者の視野

、 。 、には売買春やポルノ そしてその他の性暴力が入っていた 性暴力を含む女性に対する暴力に関しては

２００１年４月には「ＤＶ法 （配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）が制定され」

たが、これを強力に推進した議員たち、特に女性議員たちが「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の制

定においても大きな役割を果たしたことは偶然でない。本法に関して 「なぜ（１８歳未満の）子ども、

だけが対象となるのか」という声がこのような法律に賛成する側からも反対する側からも聞かれること

があるが、本法には「子ども」と「性的搾取及び性的虐待」又は「性暴力」の両方に強調点があること

を指摘しておきたい。

（４）国外犯処罰規定を設けるとともに、捜査や犯罪防止のための国際協力を規定したこと――この点

についても第１章及び第３章が説明となっているはずである。但し、その運用については課題が残され
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ている。

（５）処罰だけで問題は解決しないとの観点から、捜査・公判における子どもの人権への配慮、子ども

買春などを防止し、子どもの権利に対する理解を深めるための教育・啓発及び調査研究、被害に遭った

子どもの を規定したこと――この点が子ども買春などの犯罪化と並んで、非常に重要回復・再統合支援

である。第２章でも強調し、以下でも随所で言及することになるが、この問題の解決には加害者の処罰

だけではなく、被害者の保護、そして社会全体の意識の変化を始めとする防止が欠かせない。処罰以外

の規定が実効性の観点からは弱く、実際に実施体制の拡充が求められている点が課題であるが、本法に

これらの規定が置かれたことは――刑事特別法であることに鑑みても――非常に重要であり、注目され

るべきことである。捜査・公判における被害者の保護については、２０００年５月に刑事訴訟法が改正

され、一定の措置が具体化され、虐待を受けた子どもの保護についても上述の「児童虐待防止法」にお

いて強化が図られているが、これらは「子ども買春・子どもポルノ禁止法」と同一線上のものであると

考えるべきである。

（６）ＮＧＯの運動が法律として具現したこと――第１章で述べたように、世界における子どもの商業

的性的搾取に対する取り組みはＮＧＯが先導し、それによって各国が法改正を含む対応を取り始めたの

。 「 」であった 日本においてもＮＧＯが地道に運動を進めた結果として 子ども買春・子どもポルノ禁止法

が立案され、制定された。もちろん、具体的な法案取りまとめ作業は与党のプロジェクト・チームや超

党派の集まりの場で、衆参の法制局が加わって行なわれたのであるが、この問題を国会に持ち込み、立

法の必要性を訴えたのはＮＧＯであるし、少なくとも筆者たちは法案作成過程を通じてＮＧＯその他の

関係者と相談をしていた。法案を国会で通過させるためには与党内や各党間で合意をする必要があった

ため、ＮＧＯなどの要求が１００％反映された訳ではないことは確かであるし、筆者たちも妥協を迫ら

れる場面に度々遭遇した。それでも、政府や国会が積極的でなかった問題について、ＮＧＯの運動がき

っかけとなって法律の制定を見たことの意義は大きい。

２.内容

本節では「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の内容について解説をする。本法の解釈については、

国会審議で立法者の意思が示されているため、衆参の法務委員会の議事録が資料として重要である他、

園田(1999)では国会審議や関係文献等に基づき、個々の用語の法律的解釈を示しつつ逐条解説がされて

いるので参照されたい。本稿では各条がどう理解されるべきであるかということと併せて、法案作成作

業における議論を紹介すること、さらには今後の課題を浮き彫りにすることに重点を置く。なお、以下

は法案作成過程において提出された文書や内部用としてまとめたメモなどの資料を参照してまとめたも

のである。

（目的）

第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利及び利益を著しく侵害すること

の重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により

心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資する

ことを目的とする。

（１）自社さＰＴでは、社さが「子どもの権利の擁護 （個人法益）のみを目的とすることを、自民が」

「子どもの健全育成 （社会法益）も含めることを主張した。そして 「健全育成」という社会の側に立」 、
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った文言を入れることに反対する社さと 「健全育成」のニュアンスを盛り込みたい自民及び衆院法制、

局との間の調整を図った結果 「児童の心身の健やかな成長を期し、あわせて児童の権利の擁護に資す、

ることを目的とする」として、両者の間の妥協を図りつつ、子どもを主体とする文言に落ち着いた。し

かし、超党派勉強会では民主党が「子どもの権利の擁護」に一本化することを主張し、法案成立を急ぎ

たい自民はこれを「丸呑み」――当時は小渕政権であった――し、上記の文言となった。もちろん、社

さにはこの修正に反対する理由はなかった。

（２）目的規定は法律全体を貫徹するものであり、全ての条文が「児童の権利の擁護」の観点から解釈

されることになる。なお、国会審議で明言されてはいないが、ここで言う「児童の権利」にはセクシュ

アル・ライツ／性的自己決定権が含まれるものと解釈すべきであり、この行使を妨げる商業的性的搾取

を禁止、防止するものと考えるべきであろう。

（３）これまで述べてきたように、本法は世界的にこの問題が議論され、取り組みがなされる中で立案

されたものであるが、同時に日本において「ブルセラ 「テレクラ売春 「援助交際」などと称される現」 」

象が社会問題となり、法規制のあり方を含め様々な議論がなされた時期――もちろん現在もなされてい

る――に進められたものであった。言うまでもなく、この法律は日本人による買春観光と並んで日本国

内におけるこれらの子ども買春行為も視野に入れて制定されたものである。この法律が「援助交際」な

、 。ども対象とすることについては法案作成時においても批判の声が上がり 現在も問題視する議論がある

特に、プライバシーに属する性に権力が法律を以って介入することを問題視する意見や子どもの性的自

己決定権を侵すものであるという意見が強く存在する。また、それと重なる形で「誰にも迷惑はかけて

いない 「自分の身体なのだから他人から口を出されたくない」といった「当事者」の声や、自分はと」

もかくとして「他人が「援助交際」をすることは構わない」といった子どもたちの態度が紹介されてい

る。このようなことを背景に、自社さＰＴでは 「援助交際」をする子どもは性的搾取及び性的虐待か、

ら保護される権利を自ら放棄したとみなすことができ、それ故「子どもの権利の擁護」という目的にそ

ぐわないのではないか――よって 「援助交際」という形で行なわれる子ども買春も処罰対象とするの、

であれば「子どもの健全育成」を目的に含めることが必要――という、上とは逆の方向からの意見も出

た。

いずれにせよ、本法がこのような形で成立したのであるから （２）のような視点で解釈することが、

適当であるのだし 買う という行為の問題性に標準したところに眼目がある とは言え 本法は 援、「 」 。 、 「

助交際」への処方箋の一つであるに過ぎず、問題の解決のためには買春者処罰に止まらない分析と対応

が求められる。

（４）子どもポルノを「わいせつ」ではなく 「子どもの権利の擁護」の観点から処罰対象としたこと、

については説明を加えておく必要があろう。

まず、ストックホルム会議のバックグランド・ペーパーとして作成されたヒーリー(1997)は子どもポ

ルノの利用目的を次のように整理している――(a)自らの興奮 欲求充足 (b)小児性愛行動の正当化 他、 、 （

人もこのような行為をしている 、(c)虐待相手の子どもの抑制を低めたり（普通のことであると思わせ）

る 、すべき行為を教えたりする手段、(d)好みの年齢の子どものイメージの保存、(e)虐待した子ども）

を沈黙させるための脅迫手段、(f)他の子どもポルノとの交換手段、(g)子どもの商業的性的搾取に係わ

る市場やネットワークへのアクセス手段、(h)利益獲得。

これらの議論を踏まえ、自社さＰＴで社民党が基本的立場を示すものとして提出した文書（９７年８

月２０日付）では、規制の根拠となる子どもポルノの害悪を４点に整理した――(a)撮影の際の虐待行

為による、被害者となった子どもへの身体的、精神的影響。(b)撮影されたポルノが残存している（と

被害者が信じている）ことによる、被害者となった子どもへの精神的影響。(c)子どもが子どもポルノ

に晒されることによる害悪（性的抑制の低下、誤った性的行動の学習など 。(d)子どもポルノ流通によ）

る、子どもを安易に性の対象と見なす風潮の促進（ 社会の鈍感化 。「 」）
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そして 「子ども買春・子どもポルノ禁止法案」の国会審議において提案者は子どもポルノ処罰の理、

由に関して 「児童ポルノを製造、頒布する行為は、その児童ポルノに描写された児童の心身に長期に、

わたって有害な影響を与え続けます。また、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対

象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身

の成長にこれもまた重要な影響を与えるものと思われます」と答弁した（平成１１年４月２７日参議院

法務委員会における円より子議員の答弁 。）

（定義）

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

２ この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の

約束をして、当該児童に対し、性交等（性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満た

す目的で、児童の性器等（性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ ）を触り、若しくは児童に自己の性。

器等を触らせることをいう。以下同じ ）をすることをいう。。

一 児童

二 児童に対する性交等の周旋をした者

三 児童の保護者（親権を行なう者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同

じ ）又は児童をその支配下に置いている者。

３ この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいず

れかに該当するものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識す

ることができる方法により描写したもの

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性

欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識

することができる方法により描写したもの

（１ 「児童」(注18)の定義である「１８歳未満に満たない者」とは実在の者を指すものであり 「１８） 、

歳未満に見える」１８歳以上の者や実在しない子どもは含まれない。つまり、１８歳以上の者が女子高

生を演じたポルノや、実在のモデルなしに描写されたコンピュータ・グラフィックス、コミックなどは

含まれない――実在の児童に第３項に規定する姿態を実際にさせて描写した場合は「児童ポルノ」とな

り得る――。但し、第３項に規定する子どもの姿態を描写したものに改変を加えたもの（コラージュな

ど）は事例に即して判断されるものであるが、本法の適用対象となり得る。なお、自社さＰＴではコミ

ックやコンピュータ・グラフィックスなどのいわゆる「擬似子どもポルノ （pseudo child pornograph」

y）も処罰対象とすべきかどうかについて議論されたが、表現の自由との関係などから見送られた。し

、「 」 、 。かし 擬似ポルノ の規制は国際的な課題であり 法見直しの際には中心的な検討事項の一つとなる

海外では日本の「マンガ」におけるポルノ描写は有名であり、今回法規制の対象とならなかったことに

対して、失望・批判の声がある。

（２ 「児童買春」及び「児童ポルノ」の定義に関して、自社さＰＴでは自民党及び衆院法制局が「淫）

行 「わいせつな行為 「卑わい （第３章参照）といった既存の法令にある文言を用いることを主張し」 」 」

たが、社さは立法趣旨に反するとして反対した。つまり、第１に本法の目的は善良な性風俗や道徳を維

持することなどではなく、子どもの権利を擁護することであること、第２にこれらの文言を用いて定義

をした場合に、買春やポルノ描写の対象となる子どもの行為や姿態も「淫ら 「わいせつ 「卑わい」と」 」

して（法律的にではないとしても）道徳的に非難することになりかねないこと(注19)、などがその理由
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であった。この点については議論がかなり紛糾したが、双方から案を示しながら詰めた結果、これらを

用いない文言となった。

（３）第２項中「性交等」の丸括弧内の「又は自己の性的好奇心を満たす目的で」以下は 「性交類似、

行為」に当たらない性的行為も含める意図である 「性交」及び「性交類似行為」の定義については第。

３章を参照のこと。

（ ） 「 」 、 、４ 第２項中 対償 とは 子どもが性交等をすることの反対給付としての経済的利益のことであり

現金に限られない。例えば、高価なプレゼント、借金の帳消しなども対象となる。

（５）第３項中「その他の物」には、絵や電子データ（ネット画像やＣＤ－ＲＯＭ画像など）などが含

まれる（実在の子どもに実際にさせた姿態を描写したものに限る 。なお 「物」とは有体物を言うもの） 、

であるので、無体物である電子データの場合、データそのものではなく、これを蔵置したハードディス

ク、フロッピー、ＣＤ－ＲＯＭなどが「物」にあたる。これは、刑法第１７５条の解釈を踏襲したもの

であるが、自社さＰＴではその是非について議論があり 「電磁的記録」など、直接電子データを指す、

。 、 「 、 、 」文言を用いるべきという提案もされていた また 自社さ案では 写真 絵 ビデオテープその他の物

として 「絵」を明示していたが、民主党がコミックとの関係から懸念を表明し、例示はしないことと、

なった。しかし、効果は変わらない。

（６ 「児童ポルノ」は「視覚により認識できる方法により描写したもの」に限定され、小説、音声な）

どは含まれない。

（７）第３項第１号及び第２号は、ここで規定された姿態を描写したものであれば要件を満たすという

意味であり 性器等そのものが描写されている必要はない 同様に 性器等にぼかしを入れた場合も 児、 。 、 「

童ポルノ」に該当する。

（８）第３項第２号及び第３号で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を要件としたのは、医学その他

の学術目的の写真や芸術作品等は「児童ポルノ」としない目的である。しかし、その判断は個々のケー

スごとに行なわれるものであり、たとえ学術・芸術目的で撮られた写真であっても 「性欲を興奮させ、

又は刺激する」目的で用いられた場合には「児童ポルノ」に該当し得る。いわんや、学術・芸術目的を

装って製造されたものであっても 「性欲を興奮させ又は刺激する」目的で、即ちポルノを意図して製、

造された場合には処罰を免れることはできない。なお、この要件は刑法第１７５条の「わいせつ （第」

３章を参照のこと）よりも広いものであるが、描写された子どもがどう捉えるかではなく、見る側の主

観に委ねられる面があるため、適切かどうかについては引き続き検討が必要である。

（９ 「衣服の全部又は一部を着けない」姿態とは、社会通念上着衣しているとはみなされない姿態で）

ある。必ずしも性器等が描写されている必要はなく、また、透明・半透明の素材でできた衣服を着てい

る場合などもこの要件に該当し得る。

（適用上の注意）

第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

（１）この規定は自社さ案にはなかったものであるが、子どもポルノに関する捜査、摘発が過度に行な

われることを懸念した民主党の強い主張により盛り込まれたものである。しかし、権利擁護を目的とし

た法律にこのような規定を置くことに筆者自身は違和感を覚えるし、超党派勉強会でも反対意見が表明

された。いずれにせよ、この規定は子どもの権利擁護以外の目的で本法が濫用されることを防ぐための

ものであり、加害者がこれを隠蓑にすることが許されてはならない。

（児童買春）

第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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（児童買春周旋）

第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

２ 児童買春の周旋することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

（児童買春勧誘）

第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は

三百万円以下の罰金に処する。

２ 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百

万円以下の罰金に処する。

（１）第４条の法定刑は自社さ案では「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金」であったが、民主から

重すぎるのではないかとの疑問が示され、軽減された。その理由は買春者に対する刑罰（懲役刑）が業

者と同じであるのは均衡を欠くというものであった。しかし、それは合理的な理由というよりも、感覚

的なものであると言わざるを得ない。買春者よりも業者の方が罪が重いとは断定できないはずである。

（２）本法における犯罪は全て非親告罪である。その理由は第３章で強制わいせつ罪、強姦罪などにつ

いて述べた通りである。しかし、そうであるだけ、被害者の非処罰や捜査・公判手続きにおける適切な

取り扱い（子どもにやさしい手続き）が求められる。なお、議論の過程では非親告罪化だけでなく、一

部の国のように公訴時効の起算点を被害者が成年に達した時とすることなども提案されたが、現行刑事

訴訟法の枠組そのものに関わるものであるため見送られた。

（児童ポルノ頒布等）

第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又

は三百万円以下の罰金に処する

２ 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から

輸出した者も、同項と同様とする。

３ 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同

項と同様とする。

（１）例えば、インターネット上で画像を提供することは（データを蔵置するハードディスク等の）公

然陳列に当たる。これは第２条同様、刑法第１７５条の解釈を踏襲したものであるが、この解釈には疑

問も出されており、また、ここで列記した行為類型でコンピュータやインターネットを利用した犯罪に

十分対応できるかという問題もあるため、インターネット等の技術の進展に即した新たな規定が必要で

あると考えられる。

（２）本法では、私的利用目的での製造や所持（単純所持）は処罰対象となっていない。自社さＰＴで

は特に社民が「単純所持」の処罰を主張したが、自民党や衆院法制局などはプライバシー侵害の懸念が

あるとして反対した。とは言え、子どもポルノは存在することそのものが子どもの人権を侵害している

、「 、 、 」という点では一致し 何人も 自己の性的好奇心を満たす目的で 児童ポルノを所持してはならない

という罰則抜きの禁止規定が盛り込まれた。しかしながら、超党派勉強会では、民主・共産が強く反対

し、この理念規定そのものも削除された。

（３）なお、自社さ案では「頒布、販売、業としての貸与又は公然陳列に係る広告をした者」も処罰対

象（正犯）として明示していたが、民主から懸念が示され削除された。ただし、広告をした者は幇助犯

に当たるため、処罰対象となることには変わりない。但し、従犯であるため、単独では立件されないと

ともに、刑罰は１/２に減軽される。
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（児童買春等目的人身売買等）

第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三

号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下

の懲役に処する。

２ 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に

移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。

３ 前二項の罪の未遂は、罰する。

（１）第３章で説明した通り、刑法には日本国外への人身売買に対応する規定はあるが（刑法第２２６

条及び２２７条 、日本国内への人身売買を直接処罰できる規定は存在しない。日本が人身売買受け入）

れ国となって久しいにも関わらず、明治時代以来の規定が改正されないのはおかしなことである。この

状況を受けて設けられた本条は一国内（日本も外国も 、複数国間とを問わず、性的目的で子どもを売）

買した者を処罰するものであり、ミャンマー→タイというような外国間での売買も対象となる。なお、

行為地が外国の場合の処罰対象は日本国民のみである。

（児童の年齢の知情）

第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定に

よる処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

（１）本法は原則として故意犯のみを処罰するものであり――言い逃れは許されないことは言うまでも

ない――、子どもの年齢を知らなかった場合には処罰されないが、本条は児童を使用する者については

年齢確認義務を課すものである。

（国民の国外犯）

第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項（同条第一項

に係る部分に限る ）の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第三条の例に従う。。

（１）刑法第３条は「国民の国外犯」に係る規定である。第３章を参照のこと。

（両罰規定）

第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第五条から第七条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本

条の罰金刑を科する。

（捜査及び公判における配慮等）

第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という ）は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、そ。

の名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練

及び啓発を行うよう努めるものとする。

（記事等の掲載等の禁止）

第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学

する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができる
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ような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

（１）第１２条及び第１３条は、捜査・公判などを通じて被害者が二次被害を受けることを防止するた

、 、 。 、めに設けられたものであり 諸外国でも 法的・行政的措置が講じられてきているところである なお

２０００年の刑事訴訟法改正では、第１２条に関係するものとして、(a)証人尋問の際の証人への付き

添い、(b)証人尋問の際の証人の遮蔽、(c)「ビデオリンク」方式（テレビ・モニターを通じて行なうも

の）による証人尋問が法制化された。

（２）自社さＰＴでも超党派勉強会でも、買春等の被害者である子どもが売春防止法で犯罪者として摘

発されたり、ぐ犯少年（少年法）として扱われたりすることがないよう法で明示すべきであるという議

論があったが、個々のケースによって事情は異なるため、一律に非処罰とすることは困難であるという

理由で見送られた。この点については、本法律の趣旨が現場の警察官等にまで徹底され、被害者が適切

な取り扱いを受けられるかどうか懸念する声も上がっている。

（教育、啓発及び調査研究）

第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の成長に重大な

影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権

利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に努

めるものとする。

（１）本条以下は、処罰だけでは問題は解決しないという観点から、社民が強く主張して盛り込まれた

規定であるが、いずれも理念規定に止まっており、具体的施策につながるかどうかは心もとない面があ

る。なお、第１４～１７条に照らして行なわれるべき施策については第２章を参照のこと。

（２）第２項の調査研究の規定は、未然防止のためには実態に即した対策が講じられるべきであるとい

う観点から社民が強く主張して盛り込まれたものである。

（心身に有害な影響を受けた児童の保護）

第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心

身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境

等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長するこ

とができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ず

るものとすること。

２ 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認める

ときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

（心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備）

第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等に

より心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、

これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児

童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う

民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

（１）これらの条文における「保護」とは回復及び再統合支援、いわゆるケア・リハビリを含む幅広い

措置を包含した用語である。
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（２）自社さＰＴでは、社さが児童相談所の機能強化や新たな専門機関の設置など実効性ある施策を盛

り込むべきであると主張したが、盛り込まれなかった。しかしながら、子どもの虐待問題で児童相談所

の過重負担がつとに指摘されており、また、性的搾取・虐待を受けた子どもの回復及び再統合支援につ

いては研究も途上にあり、専門プログラムや人材も不足しているのが現状である。また、ＮＧＯなどの

民間団体も資金や人材不足に悩んでいる。

（国際協力の推進）

第十七条 国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、

国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。

（１）国外犯事件については、現状では国際捜査共助法に則った手続きが取られることになるが、いく

つもの機関を経由して手続きが進められるため捜査や公判においては迅速性が犠牲となる。また、イン

ターネット経由で流通するポルノや人身売買などのように国際協力が不可欠の事件も多いため、本条を

実効ならしめるためには二国間・多国間協定の締結など制度の整備が必要である。同時に、外国やイン

ターポールなどとの情報共有の仕組みの強化、人材育成、ノウハウ蓄積なども重要である。

附則（抄）

（条例との関係）

第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨定めているものの当該行

為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

２ 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定

、 、 、 。めをしないときは その失効前にした違反行為の処罰については その失効後も なお従前の例による

（１）これは、都道府県の青少年健全育成条例における「淫行処罰規定」などのうち、本法で規定する

買春等の行為については効力を失い、その処罰が本法に一本化されるということである。ただし、本法

「 」 、 。で規定する買春等以外の 淫行 については従来通り条例は有効であり この点を問題視する声がある

（検討）

第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度につい

ては、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動

向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

（１）これまで述べてきたように、自社さＰＴでも超党派勉強会でも多くの論点が上がったが、意見の

一致を見ずに盛り込まれなかったものも多い。そのため、この検討規定が置かれた。このような検討規

定は連立を組む党や野党に配慮し、アリバイ的に設けられただけに終わることも多いが、特に本法に関

してそれは許されるべきではない。この検討における課題については第５章で提案をする。

（２）法律施行が１９９９年１１月１日であるため、２００２年１１月１日で３年が経過する

第５章 「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の見直し及び運用改善の課題

第４章では法案作成作業において議論となった部分に焦点を当てつつ 「子ども買春・子どもポルノ、

禁止法」の内容について解説した。この中で既に法律見直しや運用改善の課題についても言及したし、

特に第２章に照らして問題点が自ずと明らかになっている事項もあるが、本章ではこれらを含め整理を



- 335 -

し、筆者なりの提案を示したい。特に子どもポルノについては議論が分かれるところであるので、筆者

の見解を詳しく述べることにする。

１．見直しにおける原則

「子どもの権利」の観点から法律全体をチェックすること。これには商業的性的搾取からの子どもの

保護について抜け穴がないか、また本法が当事者である子どもの視点から見てどうであるかといった点

について点検し、必要な改善を図ることが含まれる。

２．定義等

（１）子ども買春の定義

、 、 、 （ ）例えば 子どもを裸にしたり 自慰をさせたりしてそれを眺める 子どもの性器等 法第２条第２項

に触れずＳＭ行為をする、子どもに獣姦をさせるといった行為はどうなるかといったことが法案作成過

程や国会審議においても問題となった。性交等（同）が全く行なわれず、これらの行為のみがなされた

場合には本法に定める「児童買春」と見なすことはできないと思われるが、これらを厳密に定義するこ

とが難しいこと、そして、そのような事態が現実にどれだけ想定できるかということなどが議論され、

今回は上記のような文言に落ち着いた。実際、定義も運用も困難を伴うものである(注20)が、検討は続

けるべきであろう。もちろん、以上の行為そのものも性的虐待であることは間違いない。

（２）子どもポルノの定義

そもそも、子どもポルノの法的規制については反対論が強く、法案作成過程や国会審議においても様

々な議論が交わされた。反対論又は慎重論の理由としては、表現の自由や思想・良心の自由の保護、そ

して権力によるプライバシーへの介入に対する警戒などが挙げられる。確かに、内面で空想を抱くこと

、 。が現実の行為につながるのか 逆に空想で充足を得て行為が抑止されるのかは証明が難しい問題である

行為として現実化していない内面を法律で裁くことは思想・良心の自由の観点から問題があるし、その

ような処罰規定は別の目的のために恣意的に利用される恐れがある。しかし、子どもの権利は思想・良

心の自由と同じ重さを持って保護されるべき人権である。そうであるならば、子どもの権利を直接侵害

する行為だけでなく、そのような侵害行為を誘発し、正当化し、又は侵害に対する抵抗や抑制を低める

ような行為も許容されてはならない。内面的な嗜好又は空想と言っても、それが表現されれば、たとえ

言葉だけであっても、既にして行為である。その行為が上に述べた子どもの権利の侵害に当たるのであ

れば、思想・良心の自由を盾に保護されることがあってはならないし、表現の自由に関しても同様であ

る。

筆者は子どもポルノの基本的な性質は、子どもを（単なる）性的存在に矮小化し、対象物とする／モ

ノ化するものであると考える。そして （被写体が実在する場合の）子どもポルノは製造の際に子ども、

が被った――又はその時点では認識していなくても、事後にそのように想起される――傷を固定化し、

被害を反復するのであり、一旦撮られたものは――コンピュータ、インターネットの場合は特にそうで

あるが――永久に残る可能性がある。又は、被写体となった子どもはそれが永久に残り、幾人もの手に

渡り続けることを想定せざるを得ない。これは、その子どもがポルノ製造の際には同意していたり、意

味が分かっていなかったりした場合でも、後に後悔したり、意味が分かったりしたとしても、既に遅い

ということを意味する。さらに、子どもポルノは本人や家族などに対する脅迫手段としても利用され得

る。

子どもポルノがもたらす効果としては、性的存在としての子どものイメージ（例えば「援助交際」す
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る女子中高生 を再生産するという点が重要である それは 子ども自身にもフィードバックされ こ） 。 、 、「

れが普通だ（自分は普通でない 「みんな／多くの人がやっている」という考え（幻想）を植え付ける）」

可能性があるし、逆に自らを（単なる）性的存在に矮小化する暴力的な視線に苦痛を感じる者も多いで

あろう。現実の犯罪を誘発するか、抑制するか（安全弁説）については、検証が困難であるが、少なく

とも「子どもはこういうもの」であるとか 「機会があればセックスしたい」という考えは広めるであ、

ろう。さらに言えば、子どもポルノは利用者の望むイメージに子どもを矮小化し――ポルノの中の子ど

もは受動的である――、逆に現実性を付与する効果があると考えられる。特にこのことはコミックなど

の「想像」による子どもポルノに顕著であると思われる。日本の文脈では単に子ども／女の子というだ

けでなく 「女子中高生 （さらには「女子小学生 「コギャル 「セーラー服」といった修飾語句に、 」 」）、 」、

よる「付加価値」が強調されることが多いことにも着目すべきである。

以上に関連して強調すべきは 「想像するだけなら自由」であることと、現実に子どもポルノを製造、

したり、消費したりすることは別であるということである。加えて、子どもポルノは多くの場合、利益

目的で作成される。また、子どもポルノ愛好家が他の人間から子どもポルノを得る手段としても利用で

きる。利益を広く取れば、例えば子どもポルノのサイトを作ることは、ネットワークを広げ、子どもポ

ルノの入手ルートを拡大する意味もあるだろう。

最後に、一回の製造や取引の瞬間だけを捉えて子どもポルノを考えてはならない。子どもポルノは需

要を再生産するとともに、供給も再生産するのであり、需要－供給の連鎖が反復、拡大する。また、ペ

ドファイルでない者が大人を描写したポルノに飽き足らず、子どもポルノを求め、描写される行為や姿

態についても新たなもの、さらに過激なものを求め続けるという側面もある。さらに、子どもポルノは

個別の需要・供給だけでなく、上で述べたようにその背景となるイメージ／幻想も再生産する。このよ

うなプロセス総体を見るべきである。

このような観点から筆者は子どもポルノの法的規制を是とするし、見直しの課題である「擬似子ども

ポルノ」や単純所持の処罰についても賛成する。もちろん、拡大解釈や恣意的な運用を排除するために

明確な規定を置くことは不可欠である。具体的な見直し項目としては、子どもポルノの定義について以

下の(a)～(e)、処罰規定については３の各項目がある。

(a)電子データとの関係で「写真、ビデオテープその他の物」という規定を見直すこと――なお、

法案作成作業においては 「電磁的記録 「いかなる描写」といった文言も検討したが、いずれに、 」、

せよ、有体物を前提とした文言の解釈で通すことは、インターネット等の技術の進展に対応する意

味でも、徒に古い文言の拡大解釈を認めるという意味でも適切と思われない。

(b)「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」及び「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とい

う要件を見直すこと――これまでに述べてきたようにこれらの定義は「わいせつ」より広いもので

あるが、依然として見る側の視点に偏ったものであると言え、被写体となった子どもの捉え方や及

ぼす影響なども踏まえた定義を検討する必要があろう。なお、社民案では「性的に露な 「性的文」、

脈の」といった文言を示していた。

(c)実在の１８歳未満の子どもを描写したものに限ることの妥当性――これについてはコンピュー

タ・グラフィックスやコミックだけでなく、１８歳以上の者を使用して１８歳未満の子どものイメ

ージを提供するようなポルノも含めて検討すべきである。例えば 「１８歳未満と見なされる者を、

描写したもの 「１８歳未満の者として描写したもの」というような文言を採用することが考えら」、

れる。
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(d)コンピュータ・グラフックス、コミック等の擬似ポルノを含めるか否か――これは微妙な問題

であるが、上で述べたように、筆者はこれらも規制対象とすべきと考える。

(e)要件を「視覚により認識できる方法により」に限ることの妥当性――これも難しい問題である

が、視覚的なポルノと同様の効果を意図するもの又は及ぼすものについても、定義を厳密にした上

で規制対象とすることも考えるべきではないか。

なお、２００１年２月に京都で開かれた「児童の商業的性的搾取に関するシンポジウム：第２回世界

NCH Action for Children会議に向けて （主催・外務省、日本ユニセフ協会）において、ジョン・カー（」

、 ）のコンサルタントであり 第２回世界会議の子どもポルノに関するバックグラウンド・ペーパー執筆者

は、子どもポルノに関する既存の国際的定義を踏まえ（注5を参照のこと 「子どもポルノは、現実の）、

若しくは擬似の露な性的活動に従事する子どもの、筆記若しくは聴覚素材を含むいかなる方法でなされ

るいかなる描写、又は性的目的を主としてなされる子どもの性的部位のいかなる描写で構成されるもの

とする。この定義の目的の下では、描写における人物が全部であれ一部であれ人工的に製作されたもの

であることが立証され得る場合においても、そうでなければ子どもポルノとみなされる素材は子どもポ

ルノであるとみなし続けるものとする」という新たな定義を提案している(注21)。この定義は「子ども

買春・子どもポルノ禁止法」の見直しにおける導きの糸にできるはずである。

（３）優越的地位を利用した性的行為（性的虐待）の犯罪化

自社さＰＴにおいて、社民・さきがけは当初、商業的性的搾取だけでなく、児童福祉法の抜本的改正

を含め、子どもの性的虐待全般も取り上げることを主張し、自民はそこまで間口を広げることに消極的

であった。社さは立法を急ぐ観点から、児童福祉法には踏み込まず、刑法の特別立法とすることに同意

、 （ 、 、 、 ） 、したが 優越的地位 教師 施設職員 医師 保護者など を利用した性的行為の問題は緊急性が高く

この立法に含めることを提案した。これに対して、自民と衆院法制局は児童福祉法３４条第１項第６号

の「児童に淫行をさせる行為」を特別立法に吸収し、処罰範囲を広げることを提案したが、社さは「淫

行」を用いることは立法の趣旨にそぐわないとして反発し、議論は紛糾した。結果として、社さは「淫

行」を用いずに買春・ポルノを定義することを優先することを選択し、優越的地位利用の問題は棚上げ

にした 「児童虐待防止法」では保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護。

するもの＝第２条）による子どもの虐待については一定の進展があったが、優越地位利用による性的行

、「 」為をはじめとする子どもの性的虐待については未だ不十分であり 子ども買春・子どもポルノ禁止法

を拡張するせよ、別法を制定するにせよ、何らかの法的措置が求められる。

３．処罰

（ ） （ ）１ 子ども買春や子どもポルノに係る行為の未遂を処罰すべきか否か――本法では人身売買 第８条

を除き未遂罪は定められていないが、例えば、対象供与の約束をしたり、ホテルの部屋に入ったりして

性的行為に至らなかった場合や、子どもを裸にしたが撮影に至らなかった場合などの未遂も処罰対象に

すべきでないかと考えられる。

（２）インターネット等の技術が進展する中で、従来の「頒布 「公然陳列」を解釈により適用するこ」

とは妥当か――これについては第４章や本章の２（２）で述べた通りであり、新たな行為類型を設ける

ことが適当であると思われる。
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（３）頒布、販売、業としての貸与又は公然陳列を目的としない子どもポルノ製造の処罰――子どもポ

ルノの製造は以上の目的によるもののみが処罰対象となっている（第７条第２項 。製造の処罰につい）

ては単純所持と同様にプライバシーの不当な侵害を懸念する意見があるかもしれないが、子どもポルノ

は製造自体が子どもへの虐待行為であるのだから、これらの目的の有無に関わらず処罰対象とすべきで

ある。

（４）子どもポルノの単純所持を処罰すべきか否か――これは法案作成過程においても大きな論点とな

り、見直しにおける重要な課題の一つとなる。国際的には単純所持処罰の流れにあり 「ストックホル、

ム行動アジェンダ」でも処罰が提案されている。確かに様々な問題を含んでいるが、子どもポルノ規制

の本旨に沿えば当然処罰対象とすべきものと考える。

（５）量刑は適当か――超党派勉強会で児童買春罪（第４条）の量刑が自社さ案よりも軽減されたと述

べたが、この是非を含め、量刑の妥当性については他国の法律も参照しつつ検証する必要がある。子ど

もポルノについては販売により得られる収益に比して罰金刑が軽いという指摘もある(注22)。

４．子どもの人権に対する配慮

（１）捜査・公判における配慮規定（第１０条）の具体化は刑事訴訟法改正（２０００年）のみで十分

か――第２章２（３）を参照のこと。特に、職務関係者に対する教育・訓練の具体化、専門人員による

対応の義務化、ビデオ録取した証言の証拠能力、証人（被害者）の安全確保などが重要である。

（２）被害者の非処罰を明示する必要はないか――これは繰り返し述べてきたことであるが、特に、売

春防止法（特に第５条）の適用や「ぐ犯少年 （少年法）としての取り扱いの是非に関して、法律上の」

明記及び／又は運用上の担保措置が求められる。第２章と第６章も参照のこと。

５．行政施策の具体化

以下については、法的及び行政的措置の両面が関わるが、ここでは一括して示す。具体的な説明につ

いては第２章を参照のこと

１ 教育・啓発 調査研究 第１４条 ――特に 搾取者の類型ごとにターゲットした教育・啓発 旅（ ） 、 （ ） 、 （

行者に対する啓発、男性教育など 、旅行・観光、インターネット、メディアなど関連業界における取）

り組み、子ども自身に対する教育・啓発（性的自己決定権を行使するための性教育やＣＡＰ（子どもの

虐待防止プログラム）を含む 、搾取者の研究などが重要である。）

（２）回復及び再統合（第１５、１６条）――日本において注意と資源を向けるべき重要分野である。

特に、 手法の研究やプログラム開発、専門人材の育成、児童相談所の機能強化、専門回復・再統合支援

機関の創設、ＮＧＯ等との連携や支援の強化などが求められる。また、外国における回復及び再統合の

ための取り組みに対してＯＤＡ等を通じて支援をすることも――日本人が多く加害者となっている現実

に鑑みればなおさら――重要である。

（３）国際協力の具体的施策――情報の共有（犯罪者データなど 、捜査共助に関する二国間・多国間）

条約の締結等（特に、東南アジア諸国と 、特に子どもポルノに関連してインターポールを含む多国間）
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協力、人身売買対策、自国民引渡などが重要である。また、途上国の捜査・司法関係者の能力強化のた

めの取り組みへの支援も必要である。

６．子どもの参加

第２章２（５）で詳しく述べたが、本法については２つの側面に留意すべきである。第１に法律に子

どもの参加の理念と具体的な促進策を盛り込むこと、第２に見直し作業そのものに子どもが参加するこ

とである。

第６章 子どもの商業的性的搾取への視点――まとめに代えて

以上、子どもの商業的性的搾取に対する取り組みと日本の「子ども買春・子どもポルノ禁止法」につ

（ ）、 （ ） 。いて概観し 第１章～第４章 同法の見直しや運用の改善 第５章 に関して筆者の考えを提示した

筆者の見解は随時表明してきたが、それらを整理しつつ視点を提示することでまとめに代えたい。

１．子どもの商業的性的搾取を「現象 「結果」として見ること」、

子どもの商業的性的搾取は「子どもの権利条約」第３４条に明記されているあらゆる形態の性的搾取

、 、及び性的虐待から保護されるという子どもの権利を侵害するものであり 被害に遭った子どもは身体的

精神的な傷を被り、ＨＩＶ／エイズなどの性感染症に罹患する可能性もある。このような傷は生命を脅

かす場合もあるし、一生涯癒えない傷として残るかもしれない。商業的性的搾取は性暴力や子どもの虐

、 、 、 。待一般と同様 その子どもの尊厳 存在そのものを侵す行為であり その影響は性的側面に止まらない

子どもの商業的性的搾取について議論し、取り組むことにおいては、このような被害／傷に目を向け、

出発点とすべきである。

、「 」 「 、 、さて ストックホルム宣言 は子どもの商業的性的搾取において 子どもは性的な対象物 そして

商業的な対象物として扱われる･･････子どもに対するある種の強制及び暴力を形成しており、強制労働

及び現代的形態の奴隷制に等しいもの （第５パラ）という認識を示しているが、筆者もこれを共有す」

る。言い換えれば、大人の利益や性的満足のために子どもたちが利用され、虐待、搾取されているので

あり、重要なことは、子どもの商業的性的搾取は権力関係の偏り（明示的、黙示的とを問わず）／非対

称性に基づく行為であるということである。偏り／非対称性の一方の極はもちろん子どもであるが、そ

れだけでなく、女性、少数民族、外国人や貧困層――グローバルに見れば、発展途上国――といった社

会的・経済的に不利な立場 「弱者」の立場に追いやられているグループも含まれる。つまり、商業的、

性的搾取の被害者は二重三重にその立場に置かれている。関連して、背景にある要因は地域毎に異なる

が、社会的、経済的な歪みや矛盾が子どもたちに先鋭的に現われるということが子どもの商業的性的搾

取の主要な特徴の一つである。特に途上国の貧しい子どもたちの場合は他に生存手段がないために売春

を余儀なくされたり、人身売買される危険に晒されたりしている。しかし、貧困を理由としないもので

あっても、何らかの歪みや矛盾が背景にあるという構造は共通する。よく日本の「援助交際」は途上国

における子ども買春と違うということが言われるが、それは表面的な観察に過ぎない。いずれにせよ、

個々の背景要因だけでなく、歪みや矛盾が子どもに集中し、彼らが被害を受けるという形で現われる構

造を問わなければならない。

以上から、子どもの商業的性的搾取は確かに「性的」な現象であるが、あくまで「現象」に過ぎず、

歪みや矛盾の 結果 であるという視点を持つべきである それ故 子どもの商業的性的搾取という 結「 」 。 、 「

果」又は「現象」の場面のみを見て対処しても何の解決にもならない。だから、犯罪者を処罰するだけ
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では不十分であるし、子どもたちが被害者となる背景にある要因をそのままにしていては意味がない。

第２章で述べたように、根本原因をなくすための防止が最重要であることに十分留意しなければならな

いのである。そして、子どもの商業的性的搾取は、直接子どもを性的に虐待する者やそのような行為に

よって利益を得る者のみに責任があるのではなく、間接的に利益を得ている者や無関心、無策などを通

じてこのような行為を許容する者全てが加害者的立場にあることを忘れてはならない。つまり、これは

「性的」という形を取った搾取であり虐待なのである。もちろん、それがなぜ性的な形を取るかという

問題は追究が必要であるが、その面だけに目を奪われてはならない。

２ 「子どもの性的自己決定（権 」を重視しつつ、議論を単純化しないこと． ）

このように述べたとはいえ、性的な側面を軽視してはならない。商業的性的搾取は子どもが性的自己

決定権を真に行使することを妨げ、侵害するものである。そして、この問題への対応として 「性」か、

ら子どもたちを遠ざけるというのは全くの間違いであり、逆に子どもたちの性的自己決定権／セクシュ

アル・ライツを認めるべきである。子どもたちが性的搾取・性的虐待を受けることなく、真の意味で権

利を行使できるために、必要な知識を身に着け、自己決定能力を獲得できるようなエンパワーメントが

求められる。他方で、子どもが「自発的に売春をしている」ように見える場合でも、その子どもが置か

れている状況や立場（加害者との関係を含む）のためにそうすることを余儀なくされている／強制され

ているのであって、これを「自己決定」と呼ぶことは犯罪の正当化以外の何者でもない 「援助交際」。

などの場合でも、無条件に子どもの性的自己決定の問題であるとしたり、逆に子どもに「売春者 「非」

行少年・少女」といったレッテルを貼って断罪したり(注23)することは、このような行為を成り立たし

めている背景を単純化するだけであり、あまりにも問題が多い。

繰り返しになるが 筆者は 子どもの性的自己決定 権 そのものに反対しないし 健全育成 パ、 「 （ ）」 、「 」、「

ターナリスティックな保護 「道徳 「禁欲」などに基づく立場にも決して与しない。そして 「援助」、 」、 、

交際」をしようとする子が性について十分な知識を持ち、性に関するステレオタイプや誤解に囚われて

おらず、様々なリスク――身体的危害が及ぶ恐れがあり、生命さえも脅かされる可能性があること、背

後に暴力団などがいるかもしれず、薬物の危険に晒される可能性もあること、エイズを始めとする性感

染症に罹るかもしれないこと、心に傷を負ったり後悔をしたりすることになるかもしれず、それが人生

を左右する可能性もあることなど――を認識しており、それでもなおこれをすると言い、第三者にも害

が及ばない場合であれば、その「自己決定」を否定できないことも認める。但し、理論的、原理的見地

からは確かにそうであっても、もし彼女の行為が自らを傷付けることを――意識的にせよ、無意識的に

せよ――意図していた場合にそれでも止めないかと問われれば躊躇を覚えるということは告白せざるを

得ない(注24)。それはともかくとして、果たしてそのような自己決定を可能にする土壌ができているの

だろうか。さらに、このような徹底した意味でないにせよ 「自己決定である」と主張する又はそう見、

える子どもに対して、処罰や矯正措置を以って臨む又は放置をすることが正しいのであろうか(注25)。

子どもに性的自己決定をする能力があるということは前提とすべきであるが、その能力を支える知識の

有無を含め、十分に行使できる環境が整っているかどうかについては――パターナリスティックな態度

を取ることを避けつつも――慎重に考える必要がある。また、個々の子どもの背景にあることを見極め

る必要があり 「援助交際」の瞬間だけを見て、自己決定を云々してはならない。、

また 「援助交際」について典型的にある議論として、女の子の自己決定であるとした上で、彼女た、

ちが「したたかに」行動しているというように「強者」ぶりを強調したり、彼女たちにとってポジティ

ブな経験であるということを言ったりするものがある。その裏返しとして、買う男を「性的弱者 「性」、

に対する考えや経験が貧しい」と切り捨て、彼らの救済としての「援助交際 、性風俗といった面が示」

唆されることがある。このような捉え方はミクロには妥当している部分があるかもしれないが、これま



- 341 -

でに述べてきたように、それだけで全体が語られるとすればミスリーディングである。そして、子ども

、「 」 「 」ポルノにも当てはまることであるが 援助交際をする女子中高生 のイメージが みんなやっている

的に広がることによって、街頭でいきなり「援助交際」を持ち掛けられたり、そのような目でしか見ら

れなかったりして苦痛、不快感を感じる――言い換えれば、暴力的に性的存在に矮小化する視線に晒さ

れる――子どもたちがいること、そしてそれがマジョリティであることも押さえておかなければならな

い(注26)。

３．性／性欲を自明視しないこと

子どもの商業的性的搾取は、確かに性、特にその商品化に関わる一現象である。だから、これらの文

脈で分析をすることが必要であるが、そのためには問題を性全般、子どもの性 （大人が）子どもを性、

の対象とすること、性の商品化、子どもの性の商品化に腑分けしながら考えなければならない。もちろ

んこれは、大人と子どもの性を分断することが目的ではないが、様々なねじれを含みがちな議論を整理

するために必要な作業であると思う(注27)。ここでは、本稿でほとんど論じなかった性／性の商品化そ

のものについて若干の問題提起をしておきたい。

現代に生きる我々は言うなれば性化された（sexualized・性的意味を付与された）身体、アイデンテ

ィティ・人格を持ち、性化された境界で自他を分かち、他者と性化された関係を取り結ぶ。また、性化

された空間に生き、多くの性化された商品や情報に晒され、これらを消費している。しかし、セクシュ

アリティ（ 性的なること／もの」としての「性 ）という概念は近代の発明であり(注28)、何重にも意「 」

味付けられることで、象徴化し、特権化した観念である。筆者は「性」は「シニフィエなきシニフィア

ン」であり、かつ単独では存在せず、様々な権力作用の中にあると捉えている。それ故、欲望、特に性

欲を自明のものとする前提は取らないし、逆に、禁欲や道徳を絶対視したり、無条件に性を愛や人格な

どと結び付けるような前提も取らない。

その上で、性が価値ある商品となるのはなぜか、性が商品となるとはどういうことかを問う必要があ

る。性が商品となるということは、ある個人の持つ無限の個性／差異が性商品に矮小化／解消され、モ

ノ化されるということである。いや、それは個人が性的存在となる又は性を部分として切り離し得ると

いう事態と同時であるとも言える(注29)。そして、このような行為は２人以上の者が関わり、相互的な

ものであるにも関わらず、買い手－売り手関係が生じ、かつ女性や「弱者」が売り手となるという偏っ

た形で現われる構造となっている――「売春防止法」は「売春婦」を前提としている――。さらに、性

の商品化は新たな性の商品化を準備する。需要（買い手）が供給（売り手）を作り出すが、需要そのも

のは供給（性産業を始めとする利害関係者）が生み出している。そもそも、性も人の生の領域を覆い、

組み替えていく市場化・商品化の流れの中にある。つまり、道徳的に「性は金銭でやり取りすべきでは

ない」と単純に言うような問題ではない。さらに、性の商品化だけでなく、商品の性化をも視野に入れ

るべきである。

、 。 、ここで述べたことはそれだけで大きな問題であり 本来一語一語に注釈が必要な記述である しかし

子どもの商業的性的搾取に関して、現実に子ども買春の客となる者がおり、子どもポルノの消費者がい

るという事態、そして彼らは必ずしも子どものみに性的欲求が向かうペドファイルではないということ

を説明するためには、彼らの欲望の成り立ちや背景、そして性が商品となるほどに意味付けされ、価値

を付与されている現代社会そのものを問う必要がある。もちろん、ペドファイルについても、それを先

天的なものと片付けずに分析をしなければならない。そのためには、性／性欲を自明視せず、これが自

明性を獲得するということ自体を分析の俎上に乗せることが必要である。

なお、以上のように見ると 「自己決定」も土俵、つまり売買春やポルノに「参加」するか否かとい、

う問題設定があらかじめ決められた上での、言い換えれば、対象／モノとしての性的存在に矮小化され
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た上でのそれであると考えることができる。自己決定を言うのであれば、この土俵に乗ることを拒否す

るという選択肢が保証されていなければ、擬似的なものに過ぎないと批判することも可能であろう。

４．再び「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の意義について

本法の意義については第４章で具体的に述べたので繰り返さないが、子どもの権利、そして女性の権

利に関して大きな意味を持ち得る法律であるという点は改めて強調したい。この法律は子どもの商業的

性的搾取をその一部とする性犯罪／性暴力や子どもの虐待、さらには性差別や子ども差別を始めとする

。 、 、差別に対する応答の一つと位置付けることができる もちろん 法律そのものには問題が含まれており

それを改める作業が必要であるし、本来向かうべき方向とは逆の道を進まないように注意をしなければ

ならないことは確かである。だからと言って、本法を懐疑の目だけで見て、否定するような態度を取る

ことは生産的でない。本稿を通じてこのことが理解されることを願っている。

また、子どもの商業的性的搾取はあくまで一つの現象であり、繰り返し強調したように様々な要因の

結果である。だから、法律も取るべき方策の一つに過ぎない。だから、法律は法律として実効を上げる

努力をしつつ、問題の根本にある歪みや矛盾に目を向け、解決を目指さなければならない。筆者は、本

法がこのような形で成立したという出来事を、そのような歪みや矛盾を明らかにし、取り組む上での一

歩であり、礎であると位置付けるべきと考えている。本章で述べたような点について議論を深め、行動

として具体化していけるかどうかは、子どもの商業的性的搾取の根絶という目標の実現はもちろん、現

代社会における様々な歪みや矛盾の解消という課題についても大きな意味を持つはずである。

おわりに

本稿は子どもの商業的性的搾取、そして日本における対応としての「子ども買春・子どもポルノ禁止

」 、 。法 について論じたものであるが その範囲においてもより突っ込んで検討すべき課題が残されている

いわゆる「 子どもの）性的自己決定論」や「セックス・ワーク論」などについては改めて綿密な分析（

作業を行ないたいと考えている。また、国際的に「搾取者」の研究が必要であると言われており、日本

についてもその必要性を痛感しているところであるが 「援助交際」などをする子どもの側については、

様々に論じられているのに対して、子ども買春者や子どもポルノ製造者、消費者などの需要者側につい

ての研究の蓄積は相対的に少ないと言わざるを得ない。筆者としては子どもたちの側以上に、需要者側

についての分析に重きを置きたいと考えている。ご意見やご提案を頂ければ幸いである。

本稿は大阪府立大学大学院人間文化学研究科の森岡正博ゼミでの発表（２００１年５月９日）を元に

してまとめたものである。また、特に第２章については、日本ユニセフ協会が主催した「国内行動計画

に関するワークショップ （２０００年１１月２０日）及び「ユニセフ子ども＆若者セミナーin Kawasa」

ki （２００１年８月２７～２９日）においてプレゼンテーションをさせて頂いた内容を基礎としてい」

る。そもそも本稿は「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の立案作業や関連する取り組みに関わった経

験に基づいている。いちいち名前は挙げないが、これらの機会を通してお世話になった全ての皆さんに

感謝申し上げる。

注

(1) 「援助交際」を始めとする日本国内における子ども買春については、関係する箇所で筆者の視点

を示しておいたが、改めて詳細な検討をしたいと考えている。なお、本稿における「援助交際」は、便
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宜的に、18歳未満の女の子を相手とする性的行為を伴うものを指すこととし、日本国内における子ども

買春の代表的事例として取り上げる。

(2) エクパットの歴史や取り組み、日本における活動などについては、オグレディ(1993)(1995) 「ス、

トップ子ども買春」の会編(1996)などを参照のこと。また、世界各国の状況や取り組みについては国際

エクパットが毎年発行している報告書が参考になり、国際エクパットのホームページで読むことができ

る（http://www.ecpat.net 。２０００年の報告書については拙訳があり（エクパット(2000) 、日本ユ） ）

ニセフ協会ホームページに掲載されている（http://www.unicef.or.jp 。第二章で紹介する取り組みの）

具体例についてはこの報告書を参照のこと。

(3) 「援助交際」についてはなおのこと「自発性」が強調されがちであるが 「売り手」だけに着目し、

て「自発性」又は「強制」を表面的に論じても問題の断片のみを取り上げたに過ぎない。全体的なこと

については注7及び注10や第６章などで述べるが 「援助交際」をする子についてだけでも問うべきこと、

。 、 、 。 、は多くある まず 目的は金の獲得であるのか 金は目的でない／副次的な目的であるのか ここでは

家庭、学校、地域などの場面や人間関係（恋愛を含め）で負った傷、孤立感や抑圧、自尊心の喪失、自

分自身や状況のコントロールの喪失、アイデンティティの揺らぎ、自暴自棄的な態度などが見られる／

伺われることが多いことや 「援助交際」が子ども一般又はある特定の子どもに押し付けられる道徳／、

規範や期待への反発や自傷行為として行なわれることがあることに注意すべきである。また、金、そし

てそれを使う対象であるブランド品等のモノの獲得を目的としている場合や快楽を目的としている場合

でも、その背景にあるものを見つめる必要がある。さらに、以上と交錯するが、子どもたちがなぜ他の

能力・資質ではなく性を売るのか。そもそも、なぜ何かを売る行為を選択するのかが問われなければな

らない。言い換えれば、なぜ「援助交際」がベスト／ベターの選択として現われたのか、そして、他の

選択を不可能にしたり、魅力の低いものにしている要因は何か 「援助交際」を行なえる環境や選択の。

基礎にある情報はどのようなものか。以上に関しては、特にジェンダーによる非対称性や差別にも注意

を向ける必要がある。

(4) 「ストックホルム宣言及び行動アジェンダ」全文（宇佐美訳）は日本ユニセフ協会ホームページ

に掲載されている。

(5) 他の国際法文書にも関連する定義が示されている。主なものを以下に示す（訳は全て筆者 。）

・ 最悪の形態の児童労働 （ＩＬＯ第１８２号条約）――あらゆる形態の奴隷制、又は子どもの売「 」

買並びに取引･･････〔及び〕売買春、ポルノ製造並びにポルノ的な実演のための子どもの使用、周

旋並びに提供のような奴隷制に類似した慣行。

・ 子ども買春 （子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノに関する子どもの権利条約選択議定「 」

書）――報酬その他のいかなる形態の対償（ ）と引き換remuneration or any other form of consideration

えに、子どもを性的活動に使用すること。

・ 子どもポルノ （ジョン・カーによるまとめより）「 」

(a)子どもの権利条約選択議定書――現実の若しくは擬似の露な性的活動に従事する子どもの、

いかなる方法でなされるいかなる描写、又は性的目的を主としてなされる子どもの性的部位のい

かなる描写。

(b)インターポール（国際刑事警察機構）の子どもに対する犯罪に関する専門家グループ――子

どもポルノは子どもの性的搾取又は虐待の結果として製作される。子どもポルノは、子どもの性

的行動又は性器に焦点を当てて子どもの性的搾取を描写又は促進するいかなる方法（ ）any means

であり、筆記又は聴覚素材（ ）を含むと定義することができる。writtenoraudiomaterial

sexually(c)欧州評議会のサイバー犯罪に関する条約草案―― 子どもポルノ は 性的に露な行為「 」 、 （

）に従事する未成年者（ 、性的に露な行為に従事する未成年者に見える者explicit conduct a minor）

（ ）又は性的に露な行為に従事する未成年者を描写した写実的なイa person appearing to be a minor
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メージ（ ）を視覚的に描写するポルノ的素材（ ）を含むものとする。realistic images material

(6) 「援助交際」の場合でも、性的でない要素が結実した結果／現象であるという視点を持つべきで

ある。

(7) 本文でも言及しているが、ここで述べたことは「援助交際」にも当てはまる。買い手と売り手と

の純粋な一対一関係で行なわれ、第三者が全く関与しない「援助交際」はほとんどない。もちろん、あ

る１回の場面を取ればそのようなこともあるだろうが、純粋な一対一関係以外の「援助交際」をしたこ

とのない子はいないであろう。だから 「援助交際」が行われること又は「援助交際 （及びそれをする、 」

女の子）のイメージが広がることで利益を得る者の存在に注目する必要がある。そして、業者自身にと

、 、 「 」 、 、っては 商品化されるのが子どもの性である必要も それが 援助交際 である必要もないし まして

特定の子どもである必要性もないであろう。利益が得られることが基準であり、利益を得るためには現

実に「援助交際」が行われるだけでなく （現実はともかくとして）そのイメージが広がることが好ま、

しいはずである。

整理すれば 「援助交際」には買い手と売り手だけでなく、直接・間接に関わる（業）者（周旋者／、

テレクラ・伝言ダイアル・出会い系サイトなどの運営者／「援助交際」そのものには関与しないが「援

」 「 」 、助交際 的イメージを売るポルノ業者や風俗店経営者など／ 援助交際 を語るマスコミや研究者など

も含まれる）がおり 「援助交際」が存在する市場と社会がある。それらの要素がどのようにして「援、

」 、 。助交際 という現象に結実するのか その際にどのような権力が働いているのかを分析する必要がある

(8) 関連して 「援助交際」をする子にとって、性とはどのようなものであるのか、自らの性とどのよ、

うに向き合っているのか（そもそも向き合っているのか）ということを問うべきである。ここにおいて

は、メディアや口コミなどを介して伝わる性情報やジェンダー・イメージなどが及ぼす影響、同時に学

校や家庭などの場で子どもたちが受け取るメッセージについても考慮する必要がある。

(9) 「思春期」を「第二次性徴出現」と置き換えた方が「選好的犯罪者」の趣旨が明確になるかもし

れない。なお 『心理学辞典 （有斐閣）は「思春期」を「･･････狭義には12～14歳、広義には12～17歳、 』

くらいをさす 」としているが、ここでは前者の狭義の区分が当てはまる。いずれにせよ 「選好的犯罪。 、

者」の定義は厳密な年齢区分よりも身体的特徴に主眼があると考えた方がいいであろう。付言すれば、

同辞典の「小児愛 （ペドフィリア）の項目では「幼児や児童に対して性的快感や満足をおぼえる性対」

象倒錯の一つ。一般に男性に多く認められ、性的劣等感との関係が考えられている･･････」と説明され

ている。

(10) 例えば 「女子中高生」が過剰に性的な存在としてイメージされている。それは、女性を受動的、

で性欲を持たないものとし、特に女子学生を純潔な存在としてきた――つまり、彼女たちに性的に接近

することが規範上は禁じられてきた――ことの裏返し、又は反動であるとも言えよう 「援助交際」に。

関しては、このような（両義的な）イメージが欲望を刺激したり、性的接近の容易さを幻想させたりし

ているという側面を考えることができるであろう。また、買い手については、なぜ性的行為を求めるの

か、なぜそれを買うことによって達成しようとするのか、なぜ性的行為及び／又は買春の対象を子ども

とするのか、そのためになぜ「援助交際」を選んだのか、を整理する必要がある。彼らが大人との及び

／又は対等な性的関係ではなく、子どもとの及び／又は金銭を介した性的関係を選ぶ又は選ばざるを得

ない背景を明らかにしなければならない 「売り手」の子どもたち同様に、彼らについても家庭、会社。

等の組織、地域などの場面における傷、孤立感や抑圧、自尊心やコントロールの喪失及び／又はそれの

希求 （特に男性像と関係する）アイデンティティ不安なども想定できる。さらに、買い手は性に対し、

てどのような考えを持っているのか、どのような背景や経験があり、どのような性情報に影響されてい

。 「 」 、るのかということも考える必要がある 以上についてはいわゆる 男性問題 が認められるはずであり

それに「女子中高生」のイメージが呼応しているはずである。また、関連するが、性に過剰に意味が付

与され、それが特に「男らしさ」や男性のアイデンティティに対する拘束となっている事態にも着目す
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べきである。

(11) 刑事手続きにおける被害者の取り扱いに係る措置は「ストックホルム行動アジェンダ」では「保

護」の分野に分類されているが、議論を整理する都合上、ここに置いた。

(12) 子ども買春の国外犯処罰については近刊のシーブルック(2001)が具体的な事件を取り上げながら

分析し、提案をしており、参考になる。なお、日本の「子ども買春・子どもポルノ法」に係る国外犯処

罰の問題について訳者（宇佐美）の説明を付しているので本稿の補足として参照されたい。

(13) なお、これは日本の「子ども買春・子どもポルノ禁止法」制定以前であったため、日本は参加し

なかった。このことは先に述べた法律の調和の必要性を明確に示すものである。

(14) 強姦罪の「姦淫」は「性交」という客観的・即物的な概念とされているが、第１８２条の淫行勧

誘罪については「姦淫」にすべての性交が含まれるか、倫理的非難可能性の高い態様の性交に限られる

のか、という議論があるようである。

(15) この改正は公訴時効まで告訴を可能にするもので、２０００年６月８日に施行された。これ以前

。 、 、 。に犯された犯罪には遡及適用されない なお 公訴時効は強制わいせつ罪が５年 強姦罪が７年である

(16) 「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の制定によって、同法で処罰対象とする行為については条

例の規定は失効した（但し、その他の「淫行」については有効である 。）

(17) 筆者は法案作成作業時から本法の通称を「子ども買春・子どもポルノ禁止法」とすべきであるこ

とを強調し、一貫して用いている。厳密に法的に言えば「禁止」という語は本法の処罰規定の部分につ

いては適切な言い換えでないのであるが、加害者の処罰と被害者の保護の両方を柱とする法律全体の趣

、 「 」 、「 」 。旨から言えば 処罰のみを示す印象を与える 処罰法 よりも 禁止法 の方が適当であると考える

(18) 議論の過程では 「児童」ではなく「子ども」とすべきという意見も主張されたが、既存法との、

整合性に鑑み、法律としては「児童」に統一することで合意した。本稿では、法律の文言を引用する際

を除いて「子ども」と表記した。

(19) 実際このような文言が採用されていたら、被害者であるべき子どもも「犯罪者 「非行少年」と」

して扱うことに根拠を与えてしまうことになったかもしれない。

(20) 自社さＰＴでは「子どもの性器等を見る」といった文言も提起されたが、何を以って「見る」と

、 、 。するのか 見るだけということがあり得るのかといった議論がされ 法案に盛り込むことはしなかった

なお、もし「見る」行為が処罰対象となったとしても、その立証に際して被害者に大きな負担が掛かる

ことも予測される。

(21) また、カーは同じプレゼンテーション中で、子どもポルノの特徴について次のような重要な指摘

をしている（まとめは筆者）――(a)子どもポルノは作成の際に行なわれた虐待を増幅し、伝えるもの

であり、それによって最初の加害を拡大する。(b)子どもポルノの供給と需要の連鎖は、不法で、虐待

的な行為から始まる。ゆえに、需要は供給なしには生まれない。(c)子どもポルノには「ただ見るだけ

（ 」というものはない。(d)子どもポルノと子どもの虐待は関連している。例えば、国連のjust looking）

情報によると、子どもポルノ利用者の３５％以上は活発に子どもの性的虐待に関わっており、シカゴ警

察によると、子どもポルノで逮捕された者のうち８０％は性的虐待者であった。(e)子どもポルノはイ

ンターネット上で大規模に流通する。(f)被写体となった子どもを特定できた場合でも、その子どもが

自分のポルノ画像がスキャンされたり、デジタル形式に変換されたりして、コンピュータやインターネ

ット上に永久に残ることを知った場合には虐待により被ったトラウマからの回復が困難になる。

(22) なお、収益の没収については 「盗聴法」として問題となった「組織犯罪対策法」の一部として、

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」が１９９９年に制定され 「子ども買春・、

子どもポルノ禁止法」に規定する犯罪（第５条、第６条第２項、第７条及び第８条）も含まれている。

「子ども買春・子どもポルノ禁止法」の立案作業は「組織犯罪対策法案」が議論されていた時期と重な

っていたため 「組織犯罪対策法案」に反対していた立場――現在も廃止すべきとの立場であるが――、
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からはあえて没収の問題を提起しにくいという政治的状況にあった。この問題に限らず、子どもの商業

的性的搾取は組織犯罪の側面も持っているため、不必要な人権侵害をもたらす過度の組織犯罪対策に与

せず、これと一線を画しつつ、効果的な対策を考えなければならないという状況にあることは強く認識

しておくべきである。

(23) そもそも 「売春＝悪」という態度を取るとしたら二重の意味で問題である。さらに 「セックス、 、

・ワーク論」とも通ずるが 「援助交際」経験を即「人格の崩壊」と結び付ける態度にも留保が必要で、

ある。

(24) このような態度が「パターナリスティックな保護」の領域に足を踏み入れかねないこともまた葛

藤を高める。

、 、 。(25) 筆者は 第２章などで述べたように処罰や矯正措置には賛成しないし 放置すべきとも考えない

(26) 関連して 「テレクラ、ツーショットダイヤル等に電話した経験がある」といったアンケートに、

対する回答の数字がしばしば衝撃的な形で話題となるが、これはあくまで電話をしたことがあるという

、 、 、 、ことに過ぎず 好奇心や冷やかし 暇つぶしで掛けた子も含まれているのであって 実際に相手に会い

さらに「援助交際」にまで至った割合は大きく減ることになる。教室で回答することにより数字が低く

出るという側面も一方ではあるが、それを考慮しても、このような統計を表面的に捉えて、過剰な見積

りをすることは避けなければならない。但し、インターネット、携帯電話の普及の効果については、従

来型の電話サービスとの異同を含め、調査が必要である。

(27) 子ども買春や子どもポルノの規制が、保守派が「善良な性風俗の維持」や「子どもの健全育成」

の観点から求める規制と表面上似通ってしまい――これは買春、ポルノ一般の議論でも生じることがあ

るが――、議論の構図がややこしくなっている面がある 「援助交際」への対応が典型的なものである。

が、その他にも例えば、子どもの権利の擁護のための子どもポルノの規制と、子どもに見せないための

「有害図書」の規制とが混同されがちであるといったことが生じている。

(28) 上野(1996)などでこの視点が示されている。

(29) 関連して、性そのものを巡る問いと現実に起こっている問題にどう対応するかの両面を整理する

必要がある。レイプや性的虐待が重大な人権侵害であり、精神的に大きな傷を残すという事実と、それ

がなぜ重大な人権侵害として現われざるを得ないかという問いを区別しつつ考えるべきである。これは

性が商品として価値を持つという事態とパラレルであると仮定することができる。
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